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明
朝
の
礼
楽
と
統
治

）

一
九　
（

は
じ
め
に

　

中
国
の
王
朝
体
制
を
考
え
る
時
、
礼
楽
の
制
度
を
見
落
と
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
私
は
明
朝
の
礼
楽
の
一
環
た
る
国
家

祭
祀
の
基
本
的
構
造
を
論
じ
、
そ
れ
が
、
皇
帝
の
統
治
の
成
就
を

目
的
と
し
て
、「
天
」「
地
」
宗
廟
と
百
神
を
祀
る
も
の
で
あ
り
、

煎
じ
詰
め
れ
ば
、「
天
」
を
奉
じ
て
百
神
を
従
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し（
た
）
1

。
そ
の
後
、
私
は
別
稿
で
仏
教
・
道
教
・
そ

の
他
の
諸
神
が
国
家
祭
祀
の
中
で
、
可
能
な
限
り
国
家
祭
祀
ひ
い

て
は
礼
楽
制
度
の
枠
組
み
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し（
た
）
2

。
そ
こ
で
改
め
て
問
題
と
な
る
の
は
、
明
朝
に
お
け
る

国
家
祭
祀
を
含
む
礼
楽
そ
の
も
の
の
性
格
で
あ
り
、
礼
楽
と
王
朝

支
配
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
『
礼
記
』「
祭
統
第
二

十
六
」
に
、
人
々
を
統
治
す
る
の
に
礼
よ
り
重
要
な
も
の
は
無
く
、

礼
は
五
つ
有
り
、
祭
祀
よ
り
重
要
な
も
の
は
無
い
、
と
あ（
る
）
3

。
明

朝
も
太
祖
が
洪
武
四
年
（
一
三
七
一
）
六
月
、
群
臣
と
礼
楽
に
つ

い
て
論
じ
た
際
、
教
化
は
必
ず
礼
楽
に
基
づ
く
と
、
礼
楽
を
刑
罰

や
政
治
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い（
る
）
4

。
王
朝
の

統
治
に
お
い
て
、
礼
楽
は
な
ぜ
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
礼

と
は
王
朝
の
挙
行
す
る
祭
祀
・
典
礼
か
ら
個
人
の
踏
み
行
う
べ
き

規
範
を
含
む
幅
広
い
概
念
で
あ
る
。
楽
と
は
音
楽
の
こ
と
で
あ
り
、

多
く
の
場
合
礼
と
併
称
さ
れ
て
そ
の
中
に
含
ま
れ
、
儒
教
の
根
本

観
念
の
一
つ
と
な
っ
て
い（
た
）
5

。
小
島
祐
馬（
氏
）
6

は
、
未
開
社
会
に
お

い
て
は
、
祖
先
神
あ
る
い
は
部
族
神
に
対
す
る
祭
祀
に
よ
っ
て
、

そ
の
団
体
の
秩
序
を
維
持
し
、
統
制
を
保
つ
。
礼
は
す
な
わ
ち
そ

の
祭
祀
に
附
属
す
る
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
に
規
範
力
を

持
つ
所
の
も
の
は
、
祭
祀
の
対
象
た
る
神
よ
り
も
、
そ
の
形
式
た

る
礼
で
あ
る
。
多
く
の
古
代
民
族
に
在
っ
て
は
、
礼
が
発
展
す
る

一
九

明
朝
の
礼
楽
と
統
治

─
─
祭
祀
と
政
治
─
─
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に
従
っ
て
次
第
に
祭
祀
よ
り
分
離
し
、
独
立
し
た
政
治
形
態
を
取

る
に
至
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
中
国
の
礼
は
後
世
に
至
れ
ば
礼
で

あ
る
と
同
時
に
政
治
組
織
と
な
っ
て
そ
の
本
筋
が
伝
わ
る
の
で
あ

っ
て
、
中
国
の
政
治
は
随
っ
て
ど
こ
ま
で
も
祭
祀
中
心
の
政
治
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
中
国
の
政
治

が
祭
祀
中
心
の
政
治
で
あ
る
と
の
小
島
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
関
口
順（
氏
）
7

は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
は
、
祭
祀
が
国
政

上
最
上
級
の
重
要
事
項
で
、
か
つ
独
立
し
た
概
念
で
あ
っ
た
が
、

戦
国
時
代
か
ら
漢
初
に
か
け
て
、
礼
が
祭
祀
の
上
位
概
念
と
な
り
、

祭
祀
は
重
要
で
は
あ
っ
て
も
、
礼
の
一
つ
の
構
成
要
素
と
な
っ
た

と
す
る
。
そ
の
の
ち
晋
代
に
お
い
て
、
祭
祀
は
国
家
の
定
め
る
礼

（
典
礼
）
と
し
て
観
念
さ
れ
組
織
化
さ
れ
た
。
国
家
祭
祀
が
典
礼

化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
神
霊
の
祭
祀
（
儀
礼
）
は
神
霊
の
存
在
を

信
じ
る
か
ら
行
う
の
で
は
な
く
、
先
王
の
礼
に
従
う
こ
と
が
根
本

だ
か
ら
行
う
の
だ
、
と
い
う
意
識
転
換
が
あ
っ
た
と
す
る
。
小
島

氏
と
関
口
氏
は
礼
楽
が
祭
祀
よ
り
始
ま
り
、
や
が
て
そ
れ
を
包
接

し
、
さ
ら
に
国
家
典
礼
・
政
治
体
制
を
含
む
も
の
と
な
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
礼
楽
が
ど
の
よ
う
に
政
治
体
制
化
し
た
の
か
、
中

国
に
お
け
る
王
朝
の
性
格
を
見
る
た
め
に
は
、
礼
楽
の
特
質
の
検

討
は
欠
か
せ
な
い
。
本
論
で
は
古
代
に
お
け
る
礼
楽
の
形
成
過
程

を
解
明
す
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
明
朝
に
お
い
て
、
礼
楽
に

よ
る
統
治
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
中
心

に
検
討
し
た
い
。

第
一
章　

明
朝
に
お
け
る
礼
楽
制
度
の
形
成　
　

　

明
太
祖
は
明
建
国
以
前
の
至
正
二
十
四
年
（
一
三
六
四
）
正
月
、

呉
王
の
位
に
即
き
、
中
書
省
を
置
き
、
官
僚
制
度
の
整
備
を
始

め（
た
）
8

。
同
年
五
月
、
太
祖
は
近
臣
の
宋
濂
・
孔
克
仁
ら
に
、
漢
の

政
治
が
夏
殷
周
三
代
の
政
治
に
及
ば
な
い
の
は
、
秦
が
学
問
を
滅

ぼ
し
た
後
、
そ
の
後
の
戦
い
の
影
響
で
人
々
は
ま
だ
憔
悴
し
て
お

り
、
漢
の
高
祖
が
礼
楽
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
、
と
説
い
て
い（
る
）
9

。
こ
れ
は
『
明
実
録
』
に
お
い
て
、
太
祖

が
明
確
に
礼
楽
に
言
及
し
た
最
も
早
い
記
録
で
あ
り
、
政
治
の
た

め
に
礼
楽
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
明
朝
の
礼
楽
の

形
成
に
は
、
朱
熹
の
弟
子
で
娘
婿
で
も
あ
る
黄
榦か

ん

の
流
れ
を
汲
む
、

南
宋
か
ら
元
代
に
か
け
て
活
動
し
た
、
何
基
・
王
栢
・
金
履
祥
・

許
謙
の
い
わ
ゆ
る
婺ぶ

之
四
先
生
を
代
表
と
す
る
朱
子
学
の
系
統
の

浙
東
士
大
夫
が
関
わ
っ
た
。
こ
の
系
統
に
属
す
る
劉
基
・
宋
濂
・

章
溢
・
葉
琛
の
四
先
生
や
王
禕
ら
が
朱
元
璋
に
召
さ
れ
て
、
応
天

府
（
南
京
）
の
礼
賢
館
で
日
夜
密
議
し
、
明
朝
が
礼
楽
を
興
し
、

制
度
を
定
め
、
学
校
を
建
て
、
士
を
養
成
す
る
科
挙
の
法
を
定
め

る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ（
る
）
10

。 二
〇
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呉
元
年
（
一
三
六
七
）
五
月
、
太
祖
は
初
め
て
翰
林
院
を
置
き
、

礼
局
と
楽
局
を
開
き
、
礼
楽
制
度
の
整
備
を
始
め（
た
）
11

。
翌
洪
武
元

年
（
一
三
六
八
）
正
月
の
明
朝
成
立
時
、
太
祖
は
成
周
を
讃
え
、

六
官
が
職
務
を
分
け
、
百
官
を
統
べ
、
大
小
の
事
柄
は
ま
と
め
ら

れ
て
帰
属
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
事
柄
が
簡
素
で
政
治
は
乱
れ
ず

に
治
ま
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い（
る
）
12

。
こ
こ
で
言
う
成
周
の
制
度

と
は
、『
周
礼
』
に
見
ら
れ
る
周
の
制
度
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
理
想
型
と
し
て
明
朝
は
制
度
を
整
備
し
た
。
太
祖

は
建
国
に
当
た
り
、
昔
よ
り
聖
帝
明
王
が
天
下
を
有
す
る
時
、
祭

祀
よ
り
重
要
な
こ
と
は
無
い
と
述
べ
、
神
明
と
交
わ
る
た
め
に
、

臣
下
に
天
・
地
・
宗
廟
の
祭
祀
の
制
度
を
定
め
る
こ
と
を
命
じ（
た
）
13

。

洪
武
元
年
二
月
、
太
祖
の
命
を
受
け
た
中
書
省
・
翰
林
院
・
太
常

寺
が
上
奏
し
て
、
天
・
地
・
社
稷
・
宗
廟
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
沿

革
と
意
見
を
述
べ（
た
）
14

。
同
年
八
月
に
は
『
周
礼
』
の
六
官
の
観
念

を
継
承
す
る
六
部
の
制
度
を
定
め（
た
）
15

。
翌
洪
武
二
年
（
一
三
六

九
）
八
月
、
太
祖
は
徐
一
夔き

ら
儒
士
に
礼
書
の
編
纂
を
命
じ（
た
）
16

。

こ
の
礼
書
は
翌
洪
武
三
年
九
月
に
完
成
し
、『
大
明
集
礼
』
と
名

付
け
ら
れ（
た
）
17

。『
大
明
集
礼
』
は
礼
を
吉
礼
・
嘉
礼
・
賓
礼
・
軍

礼
・
凶
礼
の
五
礼
に
分
け
、
そ
の
他
の
儀
礼
と
楽
に
関
す
る
部
分

と
併
せ
て
叙
述
し
て
い
る
。
明
朝
は
ほ
ぼ
こ
れ
に
準
拠
し
て
、
明

初
の
国
家
儀
礼
を
お
こ
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
五
礼
の

筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
吉
礼
す
な
わ
ち
国
家
祭
祀
の
策
定
と
実
施
は

重
視
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
永
楽
十
三
年
（
一
四
一
五
）
に

成
立
し
た
『
礼
記
大
全
』
巻
九
「
礼
運
第
九
」
は
、
北
宋
の
儒
者

官
僚
方
愨か

く

の
説
を
引
き
、「
礼
は
始
め
は
天
子
か
ら
出
さ
れ
、
終

わ
り
に
は
民
が
そ
れ
に
従
う
。
そ
の
後
に
〔
人
の
〕
分
が
定
ま
る
。

先
王
は
礼
が
下
に
達
し
な
い
こ
と
を
心
配
し
、
必
ず
そ
れ
を
教
え

た
。
だ
か
ら
教
え
る
の
に
必
ず
祭
祀
を
主
と
し
、
神
の
道
を
設
け

た
。
民
に
畏
敬
の
気
持
ち
を
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。」
と
述

べ
て
い（
る
）
18

。
明
代
中
期
の
代
表
的
儒
者
官
僚
丘
濬し
ゅ
ん

も
ま
た
、
方

愨
の
説
を
受
け
て
、「
聖
人
が
祭
祀
の
礼
を
作
る
の
は
、
自
分
の

誠
で
神
の
徳
に
報む

く

い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
民
に
教
え
、

民
を
し
て
皆
そ
の
分
に
安
ん
じ
、
そ
の
職
分
を
尽
く
し
、
上
に
報

い
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い（
る
）
19

。
こ
の
よ
う
に
、
礼

楽
は
天
子
が
民
を
治
め
る
た
め
に
作
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の

中
で
も
特
に
祭
祀
が
民
を
統
治
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
か
、
明
朝
は
洪
武
年
間
（
一
三

六
八
～
一
三
九
八
）
を
中
心
に
、
国
家
祭
祀
の
整
備
と
『
大
明
集

礼
』
を
始
め
と
す
る
一
連
の
礼
書
の
編
纂
に
力
を
注
い（
だ
）
20

。
洪
武

四
年
（
一
三
七
一
）
三
月
、
太
祖
は
元
朝
の
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
を
批

判
し
て
、
国
を
建
て
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
制
度
は
粗
雑
で
あ
り
、

礼
楽
の
実
施
は
聞
か
れ
な
い
。
だ
か
ら
政
治
は
漢
唐
に
及
ば
ず
、
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ま
し
て
復
古
は
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
と
述
べ
て
い（
る
）
21

。
さ
ら
に
、

洪
武
五
年
（
一
三
七
二
）
四
月
に
は
、『
儀
礼
』『
周
官
』・
唐
宋

の
制
に
倣
い
、
全
国
で
郷
飲
酒
礼
が
お
こ
な
わ
れ（
た
）
22

。
郷
飲
酒
礼

は
京
師
と
直
隷
の
州
県
で
は
正
月
と
十
月
に
学
校
で
、
有
司
と
教

官
・
士
大
夫
の
長
老
で
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
他
の
地
方
で
は
各
里

に
お
い
て
、
四
季
に
糧
長
や
里
長
が
主
催
し
、
参
加
者
は
年
齢
の

高
い
順
に
坐
っ
た
。
明
朝
は
洪
武
年
間
、
中
央
ば
か
り
で
な
く
地

方
に
お
い
て
も
、
末
端
行
政
組
織
の
中
で
礼
的
秩
序
を
広
げ
る
こ

と
に
努
め
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
洪
武
十
八
年
（
一
三
八

五
）
十
月
に
も
太
祖
は
、
帝
位
に
即
い
て
以
来
、
礼
楽
を
制
定
し
、

法
制
を
定
め
、
衣
冠
を
改
め
、
礼
服
を
分
け
、
綱
常
を
正
し
、
上

下
を
明
か
に
し
、
盡
く
先
王
の
旧
に
復
し
、
民
に
礼
儀
が
有
る
こ

と
を
明
ら
か
に
知
ら
し
め
た
、
と
述
べ
て
い（
る
）
23

。
明
朝
は
一
方
で

官
僚
制
度
の
順
調
な
運
営
の
た
め
、
洪
武
二
十
六
年
（
一
三
九

三
）
三
月
に
、『
諸
司
職
掌
』
を
編
纂
し（
た
）
24

。
そ
の
後
、
そ
の
後

継
と
し
て
、
正
徳
四
年
（
一
五
〇
九
）
と
万
暦
十
五
年
（
一
五
八

七
）
に
『
大
明
会
典
』
を
編
纂
し
た
。

　

明
朝
は
さ
ら
に
、
礼
楽
を
修
め
た
士
大
夫
を
養
成
す
る
た
め
の

学
校
制
度
と
、
そ
れ
ら
の
人
材
を
官
僚
と
し
て
選
抜
す
る
科
挙
制

度
の
整
備
に
努
め
た
。
明
朝
は
建
国
以
前
の
至
正
二
十
五
年
（
一

三
六
五
）、
集
慶
路
（
南
京
）
に
国
子
学
を
建
て
、
呉
元
年
（
一

三
六
七
）
十
月
に
は
、
あ
ら
た
め
て
国
子
学
、
後
の
国
子
監
の
制

度
を
定
め
、
学
長
に
当
た
る
祭
酒
に
は
、
許
存
仁
を
任
じ（
た
）
25

。
許

存
仁
は
元
代
の
朱
子
学
の
本
流
と
さ
れ
た
浙
東
の
婺
之
四
先
生
の

一
人
、
許
謙
の
息
子
で
あ
る
。
洪
武
二
年
（
一
三
六
九
）
六
月
、

太
祖
は
上
諭
を
下
し
、
国
子
学
で
の
教
え
が
徳
行
に
基
づ
き
、
学

問
は
六
藝
を
用
い
る
の
は
古
制
に
遵
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い（
る
）
26

。

六
藝
と
は
『
周
礼
』「
地
官
司
徒
第
二
」
に
あ
る
、
士
が
修
め
る

べ
き
礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
を
指（
す
）
27

。
こ
の
う
ち
礼
は
前
述

の
五
礼
で
あ
り
、
楽
は
雲
門
・
大
咸
・
大
韶し

ょ
う

・
大
夏
・
大
濩か
く

・

大
武
の
六
楽
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。『
周
礼
』「
大
司
楽
」
に

よ
れ
ば
、
雲
門
は
天
神
を
祀
る
時
、
大
咸
は
地
祇
を
祀
る
時
、
大

韶
は
四
方
の
山
川
の
神
を
祀
る
時
、
大
夏
は
山
川
の
神
を
祀
る
時
、

大
濩か

く

は
亡
母
を
祀
る
時
、
大
武
は
先
祖
を
祀
る
時
、
に
用
い
ら
れ

る
舞
楽
で
あ
る
と
さ
れ
て
お（
り
）
28

、
六
楽
が
も
と
も
と
祭
祀
の
楽
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
六
楽
は
す
で
に
伝
わ
っ
て
い
な
か

っ
た
た
め
、
明
朝
は
六
楽
と
は
異
な
る
雅
楽
を
制
定
し
て
、
郊

祀
・
社
稷
・
先
農
・
太
廟
等
の
祭
祀
に
用
い
、
さ
ら
に
武
功
之
舞
、

文
徳
之
舞
を
加
え（
た
）
29

。

　

洪
武
二
年
十
月
、
太
祖
は
全
国
に
命
じ
て
、
府
・
州
・
県
に
官

学
を
立
て
、
士
大
夫
・
官
僚
の
養
成
に
乗
り
出
し（
た
）
30

。
官
学
の
教

育
は
、
儒
教
の
経
典
と
六
藝
を
教
え
る
こ
と
を
骨
子
と
し
て
い（
た
）
31

。

二
二
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洪
武
三
年
五
月
に
は
、
久
し
く
廃
止
さ
れ
て
い
た
大
射
礼
を
お
こ

な
う
詔
が
出
さ
れ
、
国
子
学
の
学
生
及
び
県
学
の
生
員
に
み
な
弓

射
を
習
わ
せ
る
こ
と
、
郊
祀
や
宗
廟
の
礼
（
祭
）
が
有
る
時
は
、

期
に
先
立
っ
て
文
武
の
官
に
大
射
の
礼
を
お
こ
な
わ
せ
る
こ
と
を

命
じ（
た
）
32

。
洪
武
二
十
五
年
（
一
三
九
二
）
二
月
に
は
「
礼
射
書
数

教
条
」
が
作
ら
れ
、
六
藝
中
の
礼
と
楽
を
別
に
し
て
、
射
・
書
・

数
に
つ
い
て
の
規
則
が
定
ま
り
、
学
内
に
は
矢
場
が
設
け
ら
れ（
た
）
33

。

射
礼
の
実
施
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
制
度
は

有
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
射
は
祭
祀
と
関
係
づ
け
て
説
か
れ
て
い
た
。『
礼

記
』「
射
儀
第
四
十
六
」
に
よ
れ（
ば
）
34

、
諸
侯
は
毎
年
天
子
に
士
を

推
挙
し
、
天
子
は
彼
ら
を
宮
中
の
矢
場
で
試
験
を
す
る
。
士
の
弓

射
の
作
法
が
礼
楽
に
か
な
い
、
矢
が
的
に
中
っ
た
の
が
多
け
れ
ば
、

祭
祀
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
ば
し
ば
祭
祀
に
与
れ
ば
、
天
子

の
覚
え
が
め
で
た
く
な
り
、
封
土
を
加
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
弓

射
す
る
者
は
、
射
つ
こ
と
に
よ
り
諸
侯
と
な
る
。
諸
侯
の
君
主
と

臣
下
は
志
を
弓
射
に
尽
く
し
、
そ
れ
に
よ
り
礼
楽
を
習
う
。
君
臣

と
も
に
礼
楽
を
習
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
も
滅
亡
す
る
国
は
な
い
、

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
代
の
国
子
学
・
国
子
監
と
府
州
県
学

を
始
め
と
す
る
学
校
の
教
育
に
お
い
て
、
観
念
的
に
は
礼
楽
と
関

連
す
る
三
代
の
六
藝
の
制
度
が
模
範
と
さ
れ
、
実
際
に
そ
の
一
部

が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
太
祖
は
呉
元
年
三
月
、
文
科
挙
・
武
科
挙
を
設
け
る
こ

と
を
命
じ（
た
）
35

。
こ
の
科
挙
制
の
根
底
に
置
か
れ
た
の
は
『
周
礼
』

「
地
官
司
徒
第
二
」
の
選
挙
の
制
で
あ
っ
た
。
そ
の
制
度
は
六
徳

（
知
・
仁
・
聖
・
義
・
忠
・
和
）、
六
行
（
孝
・
友
・
睦
・
婣
・

任
・
恤
）、
六
藝
に
よ
り
人
材
を
育
て
、
文
官
・
武
官
を
兼
ね
用

い
、
賢
者
・
能
者
を
と
も
に
挙
げ
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
夏
殷

周
三
代
の
教
化
の
政
治
は
盛
ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
科
挙
制
で

は
、
明
朝
が
当
初
観
念
的
に
は
、
唐
代
・
宋
代
よ
り
も
む
し
ろ
三

代
の
制
度
・
礼
楽
を
模
範
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

最
初
の
科
挙
は
洪
武
三
年
（
一
三
七
〇
）
八
月
に
実
施
さ
れ
た
。

同
年
五
月
に
出
さ
れ
た
「
設
科
取
士（
詔
）
36

」
は
、
翰
林
院
待
制
の
王

禕
が
そ
の
草
稿
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
が
）
37

、
科
挙
の
渊
源
を
周

代
の
貢
士
の
制
に
求
め
て
い
る
。
貢
士
の
制
は
前
述
の
『
礼
記
』

「
射
儀
第
四
十
六
」
に
見
え
る
、
諸
侯
が
天
子
に
士
を
推
挙
す
る

制
度
で
あ
る
。「
設
科
取
士
詔
」
は
ま
た
、
漢
唐
か
ら
宋
代
の
科

挙
制
が
「
詞
章
之
学
」
す
な
わ
ち
筆
記
試
験
の
み
を
求
め
、
六
藝

の
全
き
を
求
め
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
定
め
ら

れ
「
科
挙
条（
格
）
38

」
で
は
、
郷
試
と
会
試
の
第
二
場
で
「
礼
楽
論
、

限
三
百
字
以
上
」
と
あ
り
、「
礼
楽
」
に
つ
い
て
の
論
が
課
せ
ら

れ
て
い
た
。
ま
た
、
第
三
場
で
は
、
騎
（
騎
馬
）・
射
（
弓
）・
書

二
三
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（
書
道
）・
律
（
法
）
の
試
験
を
す
る
。
こ
れ
は
六
藝
を
身
に
つ
け

た
士
を
取
る
と
い
う
古
の
観
念
を
部
分
的
に
継
承
し
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、「
科
挙
条
格
」
は
末
尾
で
、
騎
・
射
・
書
・（
算
）

は
ま
だ
遍
く
練
習
で
き
て
い
な
い
の
で
、
今
回
の
科
挙
で
は
免
除

す
る
が
、
三
年
後
に
は
必
ず
全
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定

め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
洪
武
六
年
（
一
三
七
三
）
二
月
、
太
祖

は
科
挙
の
合
格
者
が
実
用
の
能
力
に
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
、
以

後
は
徳
行
を
本
に
し
、
文
章
を
次
に
し
て
、
賢
才
を
挙
げ
る
こ
と

を
命
じ
、
科
挙
を
一
時
中
止
に
し（
た
）
39

。

　

そ
の
後
、
洪
武
十
五
年
（
一
三
八
二
）
八
月
に
至
り
、
科
挙
は

再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な（
り
）
40

、
洪
武
十
七
年
（
一
三
八
四
）
三
月
に

「
科
挙
成
式
」
が
定
め
ら
れ（
た
）
41

。
こ
の
科
挙
成
式
で
は
、
当
初
有

っ
た
六
藝
の
一
部
で
あ
る
騎
・
射
・
書
の
試
験
が
省
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
科
挙
制
が
整
備
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、「
六
藝
の
全
き
」

人
材
と
い
う
観
念
は
後
退
し
、
経
義
を
中
心
と
す
る
「
詞
章
之

学
」
が
前
面
に
出
て
い
る
。
学
校
と
科
挙
に
つ
い
て
は
、
元
代
に

許
謙
が
「
学
校
論
」
を
著
し
、
学
校
の
あ
る
べ
き
姿
を
論
じ
て
い

る
。
許
謙
は
、
夏
殷
周
三
代
を
理
想
の
善
政
が
お
こ
な
わ
れ
た
時

代
で
あ
る
と
見
な
し
、
政
治
は
学
校
で
六
藝
を
始
め
と
す
る
教
育

で
養
成
さ
れ
た
士
を
採
用
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

科
挙
の
試
験
に
よ
り
人
材
を
登
用
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
、
と
述

べ
て
い（
る
）
42

。
結
局
、
明
朝
が
当
初
目
的
と
し
て
い
た
、
夏
殷
周
三

代
の
礼
楽
を
模
範
と
し
た
士
大
夫
の
養
成
は
、
科
挙
の
実
施
と
と

も
に
、「
詞
章
之
学
」
の
重
視
へ
と
変
化
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

明
朝
は
明
初
洪
武
年
間
を
中
心
に
、
統
治
体
制
の
構
築
を
進
め

た
際
、
礼
楽
の
制
度
の
制
定
と
実
施
に
努
め
、
裏
付
け
と
な
る
礼

書
・
官
制
書
の
編
纂
を
お
こ
な
っ
た
。
礼
書
の
代
表
が
『
大
明
集

礼
』
で
あ
り
、
官
制
書
の
代
表
が
『
諸
司
職
掌
』
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
第
三
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
官
制
書
は
礼
書
と
も
見
な

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
後
段
で
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、

明
朝
は
官
僚
制
・
礼
楽
体
制
を
実
行
す
る
人
材
を
育
成
す
る
学
校

と
選
抜
す
る
科
挙
を
整
備
し
た
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
観
念
的
に
は

主
と
し
て
『
周
礼
』
に
見
ら
れ
る
堯
・
舜
・
夏
殷
周
三
代
の
官

制
・
礼
楽
制
度
を
理
想
型
と
し
、
そ
れ
に
明
代
の
実
状
に
よ
る
修

正
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
明
朝
の
統
治
と
礼
楽
の
関

係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
二
章　

狭
義
の
礼
楽
と
『
大
明
集
礼
』　

　

そ
も
そ
も
明
朝
の
体
制
の
根
本
観
念
と
さ
れ
た
礼
楽
の
起
源
は

古
く
、
小
島
祐
馬
氏
は
、
礼
（
禮
）
と
い
う
字
の
豊
は
祭
器
を
示

し
、
本
来
は
神
々
へ
の
祭
祀
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
豊
は

杯
を
意
味
し
、
飲
食
を
と
も
に
す
る
礼
儀
に
礼
の
起
源
が
あ
る
と

二
四
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い
う
説
も
有（
る
）
43

。
礼
楽
に
関
し
て
、『
礼
記
』「
楽
記
第
十
九
」
は

「
礼
楽
刑
政
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
礼
は
民
心
を
規
制

し
、
楽
は
民
声
を
調
和
し
、
政
治
は
道
を
お
こ
な
い
、
刑
罰
は
不

正
を
防
ぐ
。
礼
楽
刑
政
が
達
成
さ
れ
、
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
王
道

が
充
分
に
実
現
す
る
、
と
説
い
て
い（
る
）
44

。
つ
ま
り
礼
楽
と
実
際
の

政
治
・
司
法
が
一
緒
に
な
っ
て
、
古
代
の
聖
天
子
の
理
想
的
政
治

が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
明
朝
も
こ
の
「
礼
楽
刑

政
」
の
観
念
を
継
承
し
て
い
た
。
太
祖
は
洪
武
四
年
六
月
、
群
臣

と
礼
楽
に
つ
い
て
論
じ
た
際
、
教
化
は
必
ず
礼
楽
に
基
づ
く
と
、

礼
楽
を
刑
政
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い（
る
）
45

。
太

祖
は
洪
武
十
七
年
（
一
三
八
四
）
六
月
に
も
、
奉
天
門
で
臣
下
に

対
し
、
天
下
を
治
め
る
道
は
礼
楽
二
者
に
尽
き
る
。
刑
政
は
礼
楽

を
助
け
て
統
治
を
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
刑
政
は
弊
害
を
直
す
薬
石

で
あ
る
、
と
述
べ
て
い（
る
）
46

。
太
祖
を
継
い
だ
永
楽
帝
も
、
礼
楽
が

国
の
根
本
で
あ
り
、
政
刑
は
国
の
補
助
で
あ
る
と
述
べ
て
い（
る
）
47

。

明
朝
が
実
際
に
政
刑
よ
り
も
礼
楽
を
優
先
し
た
と
は
必
ず
し
も
言

え
な
い
が
、
観
念
的
に
は
先
王
の
制
、
礼
楽
が
統
治
の
も
と
で
あ

る
と
見
な
し
て
い
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
明
朝
が
洪
武
年
間
に
礼
楽
制
度
を
制
定
す
る
過

程
で
、『
大
明
集
礼
』
を
手
始
め
に
、『
孝
慈
録
』『
洪
武
礼
制
』

『
礼
儀
定
式
』『
諸
司
職
掌
』『
稽
古
定
制
』『
国
朝
制
作
』『
大
礼

要
議
』『
皇
朝
礼
制
』『
大
明
礼
制
』『
洪
武
礼
法
』『
礼
制
集
要
』

『
礼
制
節
文
』『
太
常
集
礼
』
な
ど
の
一
群
の
礼
書
を
編
纂
し
た
こ

と
に
も
示
さ
れ
て
い（
る
）
48

。
こ
れ
ら
の
礼
書
の
現
存
す
る
も
の
の
中

で
代
表
的
な
の
は
洪
武
三
年
九
月
に
完
成
し
た
『
大
明
集
礼
』
で

あ
る
。『
大
明
集
礼
』
は
礼
を
吉
礼
（
祭
祀
）・
嘉
礼
（
冠
・
婚

等
）・
賓
礼
（
朝
貢
・
遣
使
）・
軍
礼
（
親
征
・
遣
将
・
大
射
）・

凶
礼
（
吊お

く

賻や
み

・
喪
儀
）
の
五
礼
に
分
け
て
叙
述
し
、
さ
ら
に
、
冠

服
・
車
輅
・
儀
仗
・
鹵
簿
・
字
学
・
楽
を
付
加
し
た
。
そ
れ
は

「
礼
楽
刑
政
」
の
分
類
の
う
ち
、
刑
政
の
部
分
を
除
き
、
文
字
通

り
礼
楽
の
書
と
な
っ
て
い
る
。
五
礼
は
『
周
礼
』「
春
官
宗
伯
第

三
」
に
見
え
る
分
類
で
あ
り
、『
大
明
集
礼
』
も
こ
れ
を
継
承
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
刑
政
と
対
比
さ
れ
る
礼
楽
は
典
礼
、
特
に

祭
祀
が
中
心
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
狭
義
の
礼
楽
と
呼
ぶ
。
祭
祀

は
五
礼
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
五
礼
中
の
他
の
礼
で
も
、

嘉
礼
で
は
皇
帝
の
即
位
式
で
、
賓
礼
で
は
蕃
国
（
外
国
）
へ
の
遣

使
で
、
軍
礼
で
は
皇
帝
の
親
征
で
、
凶
礼
で
は
葬
儀
の
中
で
お
こ

な
わ
れ
て
お
り
、
や
は
り
礼
の
中
心
を
占
め
て
い
た
と
言
え
る
。

　

明
朝
の
狭
義
の
礼
楽
の
中
心
を
占
め
る
国
家
祭
祀
は
大
祀
・
中

祀
・
小
祀
な
ど
の
等
級
に
分
け
ら
れ
る
。
祀
る
鬼
神
は
、
最
高
神

で
あ
る
天
（
昊
天
上
帝
・
皇
天
上
帝
）・
地
（
后
地
祇
）、
百
神
と

も
呼
ば
れ
る
日
月
星
辰
や
山
川
な
ど
の
諸
神
、
そ
し
て
宗
廟
の
祖

二
五
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霊
で
あ
り
、
天
・
地
・
宗
廟
と
要
約
さ
れ
る
こ
と
も
有
っ
た
。
こ

れ
は
明
朝
に
先
立
つ
歴
代
王
朝
の
国
家
祭
祀
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

さ
ら
に
明
朝
が
祭
祀
を
認
定
し
た
そ
の
他
の
諸
神
・
諸
人
物
も
有

る
。
明
太
祖
は
洪
武
元
年
十
月
、
郡
県
に
命
じ
、
国
家
が
祀
る
べ

き
神
祇
・
名
山
・
大
川
・
聖
帝
・
明
王
・
忠
臣
・
烈
士
を
調
べ
、

国
家
に
功
績
が
有
り
、
民
に
恵
み
が
有
れ
ば
、
そ
の
事
実
を
上
聞

し
、
祀
典
に
著
け
、
一
年
の
定
ま
っ
た
期
日
に
有
司
に
祭
祀
を
さ

せ
る
こ
と
を
定
め（
た
）
49

。
ま
た
、
翌
洪
武
二
年
正
月
、
祀
典
に
載
せ

ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
常
に
民
の
た
め
に
な
る
事
績
が
有
り
、
そ

れ
が
顕
著
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
は
、
た
と
え
祀
ら
な
く
て
も
、

そ
の
祠
宇
は
壊
す
こ
と
を
禁
じ（
た
）
50

。
太
祖
は
ま
た
、
人
民
に
恩
恵

を
与
え
ず
、
祀
典
に
対
応
し
て
い
な
い
も
の
は
淫
祠
で
あ
る
か
ら
、

有
司
は
祭
祀
を
し
て
は
い
け
な
い
、
と
命
じ
て
お
り
、
こ
こ
で
も

人
民
に
恩
恵
を
与
え
た
か
否
か
を
祭
祀
の
基
準
と
し
て
い（
る
）
51

。
実

際
に
は
、
正
し
い
祠
と
淫
祠
と
の
区
別
は
不
明
確
で
、
明
朝
は
全

時
代
を
通
し
て
、
国
に
功
績
が
有
る
、
民
に
恵
み
を
与
え
る
、
霊

験
が
あ
る
、
と
見
な
し
た
民
間
神
を
国
家
祭
祀
に
入
れ
続
け（
た
）
52

。

要
す
る
に
、
国
家
祭
祀
で
祀
る
鬼
神
は
、
自
然
を
神
格
化
し
た
も

の
、
龍
神
な
ど
の
超
自
然
的
存
在
、
人
間
で
神
格
化
さ
れ
た
者
を

含
む
が
、
祭
祀
で
祀
る
基
準
は
宗
教
教
理
で
あ
る
よ
り
も
、
天
子

（
皇
帝
）
の
統
治
を
助
け
、
民
に
恵
み
を
与
え
た
と
見
な
し
た
働

き
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
命
令
は
『
礼
記
』「
祭
法
第
二
十（
三
）
53

」
の
祭
祀
の
規

定
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
の
規
定
と
は
、
聖
王
の
祭
法
で
は
、
民

に
法
を
施
し
た
、
死
を
も
っ
て
職
務
に
勤
め
た
、
苦
労
し
て
国
を

安
定
さ
せ
た
、
大
き
な
災
害
を
防
い
だ
、
大
き
な
困
難
か
ら
守
っ

た
、
な
ど
国
と
民
に
功
績
が
あ
っ
た
者
を
祀
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。「
祭
法
第
二
十
三
」
は
ま
た
、
か
の
日
月
星
辰
は
民
の
仰
ぎ

見
る
も
の
で
あ
り
、
山
林
・
川
谷
・
丘
陵
は
民
が
財
物
を
取
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
類
い
で
な
い
も
の
は
、
祀
典
に
は
載

ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
々
が
崇
拝
し
た
り
、
財
物

を
取
っ
た
り
す
る
、
神
格
化
さ
れ
た
自
然
の
存
在
も
国
家
祭
祀
の

対
象
と
し
て
い
た
。
明
朝
の
『
大
明
集
礼
』
巻
十
五
も
「
祭
法
二

十
三
」
の
規
定
を
継
承
し
、
国
家
祭
祀
の
対
象
と
な
る
鬼
神
に
つ

い
て
、
歴
代
の
聖
帝
・
明
王
・
忠
臣
・
烈
士
と
山
・
海
・
河
の
諸

神
は
、
名
誉
と
節
操
を
立
て
、
災
患
を
防
ぎ
、
人
間
に
功
績
が
有

り
、
祀
典
に
載
せ
な
い
こ
と
は
無
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い（
る
）
54

。
さ

ら
に
、
こ
の
よ
う
な
鬼
神
を
祀
る
国
家
祭
祀
の
基
本
的
特
質
を
示

す
も
の
と
し
て
、
時
代
を
遡
る
『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」
に
次
の

よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。

　

礼
は
君
の
大
柄
な
り
。
…
…
故
に
政
は
、
君
の
身
を
蔵お

さ

む

る
所
以
な
り
。
是
の
故
に
政
は
必
ず
天
に
本
づ
き
、
殽な

ら

い
て

二
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以
て
命
を
降く
だ

す
。
命
を
社
よ
り
降
す
、
之こ
れ

を
地
に
殽
う
と
謂

う
。
祖
廟
よ
り
降
す
、
之
を
仁
義
と
謂
う
。
山
川
よ
り
降
す
、

之
を
興
作
と
謂
う
。
五
祀
よ
り
降
す
、
之
を
制
度
と
謂
う
。

こ
れ
聖
人
の
以
て
身
を
蔵
む
る
の
固か

た
め

な（
り
）
55

。

　

こ
の
経
文
は
国
家
祭
祀
と
政
令
と
の
関
係
を
説
い
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
の
理
解
の
参
考
に
な
る
の
が
、『
礼
記
注
疏
』
巻
二
十

一
に
見
え
る
、
鄭
玄
と
「
礼
記
正
義
」
の
註
解
で
あ
る
。
先
ず
、

「
礼
運
第
九
」
の
「
是こ

の
故
に
政
は
必
ず
天
に
本
づ
き
、
殽
い
て

以
て
命
を
降
す
。」
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
、「
降
す
は
下
す
で
あ
る
。

天
の
気
に
殽
い
、
以
て
教
令
を
下
す
。
天
に
は
運
移
の
期
、
陰
陽

の
節
が
有
る
な
り
」
と
註
解
し
て
い
る
。
一
方
「
礼
記
正
義
」
は

「
人
君
は
天
の
気
に
法の

っ
と

り
效な
ら

い
、
以
て
政
教
の
命
を
下
す
。
星
辰

が
北
極
星
を
運
転
す
る
の
に
效
い
、
昏こ

ん

媾こ
う

（
婚
姻
）・
姻い
ん

亜あ

（
姻

戚
）
を
為
し
、
天
の
陰
陽
・
寒
暑
に
倣
っ
て
刑
獄
賞
罰
の
命
令
を

な
す
。」
と
よ
り
詳
し
く
註
解
し
て
い
る
。
と
も
に
天
を
祀
る
こ

と
か
ら
、
天
の
働
き
に
沿
う
と
考
え
た
政
令
を
下
す
、
と
註
解
し

て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
礼
運
第
九
」
の
「
命
を
社
よ
り
降
す
、
之
を
地
に

殽
う
と
謂
う
。」
に
つ
い
て
鄭
玄
は
、「
教
令
が
社
よ
り
下
る
と
謂

う
な
り
。
社
は
土
地
の
主
な
り
。
周
礼
の
土
会
の
法
に
、
五
地
の

物
生
ず
る
有
り
」
と
註
解
し
て
い
る
。
次
い
で
「
礼
記
正
義
」
は

「
此
れ
云
う
、
土
地
の
主
と
。
主
は
則
ち
神
な
り
。
土
会
の
法
に

五
地
の
物
生
ず
る
有
り
。
此
は
〔『
周
礼
』〕
大
司
徒
の
文
に
て
、

五
地
は
則
ち
山
林
・
川
沢
・
丘
陵
・
墳
衍
（
水
辺
と
平
坦
な
土

地
）・
原
隰
（
平
ら
で
低
い
湿
地
）
に
て
、
そ
れ
ぞ
れ
生
ず
る
所

有
り
。
五
地
は
万
物
を
摠す

べ

（
総
）
て
生
む
。
人
君
は
之
に
法
り
政

令
を
施
し
、
亦
た
万
民
を
摠
べ
養
う
」
と
註
解
し
て
い
る
。
と
も

に
社
の
神
を
祀
る
こ
と
か
ら
、
土
地
の
種
類
に
従
っ
て
異
な
る
物

を
生
産
す
る
政
令
を
出
す
と
註
解
し
て
い
る
。

　

次
に
「
礼
運
第
九
」
の
「
祖
廟
よ
り
降
す
、
之
を
仁
義
と
謂

う
」
に
対
し
て
鄭
玄
は
、「
大
伝
に
曰
く
、
禰で

い

（
父
廟
）
よ
り
率
し
た
が

い
て
上
り
、
祖
遠
に
至
る
は
、
仁
を
軽
く
す
る
な
り
。
祖
よ
り
率

い
て
下
り
、
禰
高
に
至
る
は
義
を
重
く
す
る
な
り
」
と
註
解
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、「
礼
記
正
義
」
は
、「
祖
廟
の
父
は
親
し
く
仁
で

あ
り
、
祖
は
尊
く
義
で
あ
る
。
此
の
父
と
祖
に
法
り
、
仁
義
を
民

に
施
す
な
り
…
…
祖
廟
の
中
に
自
然
に
此
の
仁
義
有
り
。
人
君
は

之
に
法
り
、
此
の
仁
義
の
教
令
を
施
き
、
以
て
下
民
に
教
え
る
な

り
」
と
註
解
し
て
い
る
。
と
も
に
先
祖
に
対
す
る
祭
祀
か
ら
、
民

に
仁
義
道
徳
を
教
え
る
と
註
解
し
て
い
る
。　
「
礼
運
第
九
」
の

「
山
川
よ
り
降
す
、
之
を
興
作
と
謂
う
。」
に
つ
い
て
鄭
玄
は
、

「
教
令
の
山
川
よ
り
降
る
を
謂
う
。
山
川
に
は
草
木
鳥
獣
が
有
り
、

器
物
を
作
り
、
国
事
に
共
（
供
）
す
べ
し
。」
と
註
解
す
る
。「
礼

二
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記
正
義
」
も
同
様
に
「
人
君
は
山
川
に
法
り
以
て
其
の
物
を
興
作

す
る
」
と
註
解
し
て
い
る
。
山
川
の
神
を
祀
る
こ
と
か
ら
、
山
川

の
草
木
鳥
獣
が
産
物
を
生
み
出
す
政
令
を
下
す
、
と
註
解
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
「
礼
運
第
九
」
の
「
五
祀
よ
り
降
す
、
之
を
制
度
と
謂
う
。」
に

つ
い
て
鄭
玄
は
、「
五
祀
に
中ち

ゅ
う

霤り
ゅ
う

・
門
・
戶
・
竈
・
行
の
神
が

有
る
。
此
は
始
め
宮
室
制
度
た
り
。」
と
註
解
す
る
。「
礼
記
正

義
」
は
「
五
祀
の
神
は
初
め
て
作
っ
た
五
祀
の
神
を
謂
う
。
こ
れ

は
人
造
の
五
祀
の
神
で
あ
り
、
其
の
制
度
が
有
る
。
後
の
王
は
こ

の
人
の
神
に
法
っ
て
更
に
制
度
を
作
っ
た
。」
と
註
解
し
て
い
る
。

「
礼
記
正
義
」
は
続
け
て
、「
礼
運
第
九
」
全
体
を
要
約
し
、「
政

の
行
う
こ
と
、
若
し
能
く
か
く
の
如
く
、
天
の
陰
陽
に
法
り
、
賞

罰
を
し
て
所
を
得
さ
し
む
。
地
の
高
下
に
法
り
、
尊
卑
を
し
て
序

有
ら
し
む
。
之
を
祖
廟
に
法
り
、
仁
義
を
行
う
。
之
を
山
川
・
五

祀
に
法
り
、
興
作
・
制
度
を
為
す
。
若
し
か
く
の
如
く
す
れ
ば
、

則
ち
民
は
其
の
徳
を
懐
か
し
み
、
禍
害
来
た
ら
ず
。
何
ぞ
防
禦
す

る
所
な
ら
ん
。」
と
註
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の

記
事
が
『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」
の
後
段
に
も
有
り
、
次
の
よ
う

に
説
く
。

　

故
に
礼
、
郊
に
行
わ
れ
て
、
百
神
は
職
を
受
け
る
。
礼
、

社
に
行
わ
れ
、
百
貨
は
極き

わ

む
べ
し
。
礼
、
祖
廟
に
行
わ
れ
、

孝
慈
に
服
す
る
な
り
。
礼
、
五
祀
に
行
わ
れ
、
法
則
を
正
す

な
り
。
故
に
郊
・
社
・
祖
廟
・
山
川
・
五
祀
は
義
を
之
れ
脩

め
、
礼
は
之
れ
を
蔵
す
る
な（
り
）
56

。

　

こ
れ
に
つ
い
て
『
礼
記
注
疏
』
巻
二
十
二
の
鄭
玄
の
註
解
は
、

「
百
神
は
列
宿
で
あ
り
、
百
貨
は
金
や
玉
の
類
い
で
あ
る
」
と
す

る
。「
礼
記
正
義
」
は
、「
百
神
は
天
の
群
臣
で
あ
り
、
天
子
が
礼

を
も
っ
て
天
を
祀
れ
ば
、
星
辰
の
動
き
は
忒た

が

わ
ず
。
故
に
職
を
受

け
る
。
礼
を
尽
く
し
て
社
を
祀
れ
ば
、
五
穀
が
豊
か
に
稔
り
、
金

玉
が
形
を
露
し
、
尽
く
国
家
の
用
と
な
る
。
故
に
極
む
べ
し
と
云

う
。
王
（
天
子
）
が
祖
廟
を
祭
り
礼
を
尽
く
せ
ば
、
天
下
は
皆
な

服
し
て
孝
慈
を
行
う
。
王
が
五
祀
を
祭
り
礼
を
尽
く
せ
ば
、
天
下

の
法
則
（
制
度
）
は
そ
れ
ぞ
れ
其
の
正
し
き
を
得
る
」
と
註
解
す

る
。

　
『
礼
記
注
疏
』
と
同
様
の
註
解
を
す
る
の
が
明
代
の
丘
濬
で
あ

り
、
弘
治
帝
に
奏
上
さ
れ
た
そ
の
著
書
『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十

五
で
、「
礼
運
第
九
」
の
「
礼
、
郊
に
行
わ
れ
て
、
百
神
は
職
を

受
け
る
」
に
つ
い
て
、「
風
雨
が
ほ
ど
よ
く
、
寒
暑
が
時
期
を
得

て
い
る
を
謂
う
」
と
註
解
し
て
い
る
。「
礼
、
社
に
行
わ
れ
、
百

貨
は
極
む
べ
し
」
に
対
し
、「
地
は
宝
を
愛お

し

ま
ず
、
物
と
し
て
利

を
遺
す
な
き
を
謂
う
」
と
註
解
し
て
い
る
。
ま
た
「
礼
、
祖
廟
に

行
わ
れ
、
孝
慈
に
服
す
る
な
り
」
に
対
し
て
、「
天
下
皆
な
服
し

二
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て
孝
慈
の
道
を
行
う
こ
と
を
知
る
を
謂
う
」
と
註
解
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
礼
、
五
祀
に
行
わ
れ
、
法
則
を
正
す
な
り
」
に
対
し
て
、

「
貴
賎
の
礼
そ
れ
ぞ
れ
制
度
有
る
を
謂
う
」
と
註
解
し
て
い
る
。

　

以
上
、『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」
と
そ
れ
に
対
す
る
『
礼
記
注

疏
』『
大
学
衍
義
補
』
の
註
解
を
見
て
き
た
。
天
・
社
（
地
）・
祖

廟
・
山
川
・
五
祀
は
い
ず
れ
も
国
家
祭
祀
で
祀
る
鬼
神
で
あ
り
、

人
君
は
こ
れ
ら
の
鬼
神
を
祀
り
、
そ
れ
ら
の
鬼
神
に
法
っ
て
教
令

を
降
す
と
註
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
君
は
最
高
神
で
あ
る

天
の
陰
陽
の
変
化
に
法
り
、
婚
姻
や
刑
獄
・
賞
罰
を
お
こ
な
う
。

地
の
五
土
の
神
に
法
り
、
農
業
で
諸
生
産
物
を
育
て
、
万
民
を
養

う
。
王
朝
の
祖
廟
に
法
り
、
民
に
仁
義
の
道
徳
を
説
く
。
山
川
の

神
に
法
り
、
素
材
を
出
し
て
器
物
を
作
ら
せ
る
。
宮
室
制
度
よ
り

生
み
出
さ
れ
た
五
祀
の
神
に
法
り
、
諸
制
を
定
め
る
。
こ
こ
で
言

う
「
法
る
」
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
王
朝
が
祭
祀
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
鬼
神
の
霊
力
の
働
き
に

沿
う
と
見
な
し
た
諸
制
度
を
定
め
、
諸
命
令
を
下
す
と
い
う
観
念
、

祭
祀
と
政
治
が
未
分
離
で
一
体
と
な
っ
て
い
る
観
念
と
し
て
考
え

ら
れ
る
。
明
朝
の
国
家
祭
祀
も
基
本
的
に
こ
の
『
礼
記
』「
礼
運

第
九
」
の
記
述
に
沿
い
、
君
主
の
統
治
の
諸
事
と
結
び
つ
い
て
い

た
。

　

国
家
祭
祀
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
と
諸
神
と
の
関
係
に
つ
い

て
、『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」
は
、
郊
祀
で
最
高
神
た
る
天
に
対
す

る
礼
（
祭
祀
）
が
お
こ
な
わ
れ
た
ら
、
天
が
百
神
に
命
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
の
職
を
盡
く
さ
せ
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
礼

記
』「
祭
法
第
二
十
三
」
は
、
天
下
を
有
す
る
者
は
百
神
を
祭（
る
）
57

。

『
毛
詩
』「
大
雅
」
も
天
子
た
る
者
は
固
よ
り
「
百
神
の
主
」
と
な

る
、
と
述（
べ
）
58

、『
毛
詩
』「
周
頌
」
も
「
百
神
を
懐
柔
す
る
」
と
述

べ
て
い（
る
）
59

。
要
す
る
に
、
天
子
は
国
家
祭
祀
に
お
い
て
、
天
を
最

高
神
と
し
て
祀
っ
て
た
て
ま
つ
り
、
次
い
で
天
の
命
令
を
受
け
た

百
神
を
祀
り
、
従
わ
せ
て
百
神
の
主
と
な
る
と
説
か
れ
て
い
た
。

　

明
朝
の
国
家
祭
祀
も
こ
れ
を
継
承
し
、
皇
帝
を
百
神
の
主
で
あ

る
と
見
な
し
て
い（
た
）
60

。
洪
武
三
年
六
月
に
出
さ
れ
た
、
嶽
鎮
海
瀆

と
城
隍
神
の
諸
神
号
を
改
め
る
太
祖
の
詔
で
は
、
諸
神
は
英
霊
の

気
が
集
ま
っ
て
神
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
上
帝
（
天
）
の

命
令
を
受
け
て
い
る
と
確
認
し
て
い（
る
）
61

。
そ
の
年
の
九
月
、
京
師

の
城
隍
廟
が
完
成
し
た
時
に
も
太
祖
は
、
諸
神
は
天
の
命
令
を
聴

き
、
多
く
の
鬼
神
は
（
よ
り
上
の
）
神
の
命
令
を
聴
き
、
天
・
神

の
大
権
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
述
べ
て
い（
る
）
62

。
鬼
神
に
も

天
を
頂
点
と
す
る
序
列
が
有
り
、
天
に
対
す
る
祭
祀
は
他
の
諸
神

（
百
神
）
に
も
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
明
朝
で
は
天
を

祀
る
際
に
太
祖
を
併
せ
祀
っ（
た
）
63

。
明
朝
の
皇
帝
は
天
・
地
を
始
め

と
す
る
ご
く
少
数
の
神
格
は
自
ら
祀
り
、
そ
れ
以
外
の
百
神
を
中

二
九
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心
と
す
る
諸
神
に
対
す
る
祭
祀
は
「
有
司
摂
事
」
と
言
い
、
臣
下

に
代
行
さ
せ
た
。
こ
の
制
度
の
原
型
は
、『
礼
記
』「
曲
礼
下
第

二
」
の
、
天
子
は
天
地
・
四
方
帝
・
山
川
・
五
祀
を
祭
り
、
諸
侯

は
地
方
の
神
、
山
川
・
五
祀
を
祭
り
、
大
夫
は
五
祀
を
祭
り
、
士

は
さ
ら
に
そ
の
先
祖
を
祭
る
、
と
い
う
制
度
で
あ（
る
）
64

。
祭
祀
者
の

統
治
領
域
の
大
小
、
身
分
の
上
下
に
対
応
し
て
祭
祀
で
き
る
神
格

が
定
め
ら
れ
、
祭
祀
の
権
限
の
序
列
と
さ
れ
て
い
た
。
祭
祀
体
制

が
統
治
体
制
と
一
体
化
し
、
国
家
祭
祀
は
君
主
の
統
治
の
一
部
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
朝
は
中
央
集
権
的
統
一
支
配
を
お
こ

な
っ
て
い
た
か
ら
、
当
然
、
天
子
（
皇
帝
）
が
祭
祀
の
権
限
を
独

占
し
て
い
た
。 

明
朝
の
国
家
祭
祀
も
皇
帝
（
天
子
）
が
主
宰
し
、

最
高
神
で
あ
る
天
・
地
を
祀
り
、
天
の
命
を
受
け
た
百
神
を
始
め

と
す
る
諸
鬼
神
を
祀
り
、
皇
帝
の
統
治
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
を
図

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
国
家
祭
祀
の
基
本
型
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
狭
義
の
礼
楽
は
も
と
よ
り
、
次
章
で
述
べ
る
広
義
の
礼
楽

に
も
関
係
し
て
く
る
。

　

次
に
明
朝
の
国
家
祭
祀
の
実
例
と
し
て
、
天
子
（
皇
帝
）
が
自

ら
最
高
神
で
あ
る
天
（
昊
天
上
帝
）
を
祀
る
郊
祀
の
式
次
第
（
儀

注
）
を
見
て
み
よ
う
。『
大
明
集
礼
』
巻
一
、
祀
天
一
、
楽
舞
、

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
式
次
第
は
大
略
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

迎
神 

（
神
を
迎
え
る
）…
…「
中
和
之
曲
」
を
奏
す
。

奠
玉
幣 

（
玉
幣
を
供
え
る
）…
…「
粛
和
之
曲
」
を
奏
す
。

進
爼 

（
供
え
物
を
進
め
る
）…
…「
凝
和
之
曲
」
を
奏
す
。

初
献 

（
最
初
の
献
酒
）…
…「
寿
和
之
曲
」
を
奏
し
、「
武
功

之
舞
」
を
す
る
。

亜
献 

（
二
回
目
の
献
酒
）…
…「
豫
和
之
曲
」
を
奏
し
、「
文

徳
之
舞
」
を
す
る
。

終
献 

（
三
回
目
の
献
酒
）…
…「
熙
和
之
曲
」
を
奏
し
、「
文

徳
之
舞
」
を
す
る
。

徹
豆 

（
供
え
物
を
下
げ
る
）…
…「
雍
和
之
曲
」
を
奏
す
。

送
神 

（
神
が
還
る
の
を
送
る
）…
…「
安
和
之
曲
」
を
奏
す
。

望
燎 

（
燎
祭
を
眺
め
る
）…
…「
時
和
之
曲
」
を
奏
す
。

　

こ
の
式
次
第
に
は
、
上
帝
を
迎
え
、
供
え
物
を
し
、
三
献
の
礼

を
し
、
供
え
物
を
下
げ
、
神
が
還
る
の
を
送
り
、
燎（
祭
）
65

を
眺
め
、

そ
の
間
に
楽
舞
を
組
み
入
れ
る
、
文
字
通
り
礼
と
楽
舞
の
祭
祀
儀

礼
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
等
級
を
落
と
し
て
他
の
鬼

神
に
対
す
る
国
家
祭
祀
に
お
い
て
も
言
え
る
。
礼
楽
の
起
源
を
古

代
の
祭
祀
儀
礼
に
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
祭
祀
儀
礼
は
明

朝
の
国
家
祭
祀
に
お
い
て
も
明
瞭
に
残
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

国
家
祭
祀
で
重
要
な
の
は
、
祭
祀
の
中
で
果
た
す
楽
と
舞
踊
の

役
割
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
周
礼
』「
地
官
司
徒
第
二
」

で
士
の
修
め
る
べ
き
六
藝
の
中
の
六
楽
は
国
家
祭
祀
の
楽
舞
で
あ

三
〇



明
朝
の
礼
楽
と
統
治

）

三
一　
（

っ
た
。
し
か
し
後
代
に
六
楽
は
す
で
に
伝
が
絶
え
て
い
た
の
で
、

明
朝
は
建
国
前
の
至
正
二
十
六
年
（
一
三
六
六
）
二
月
、
儒
臣
に

命
じ
て
、
古
今
の
楽
を
参
考
に
し
て
雅
楽
を
作
り
、
郊
社
を
始
め

と
す
る
諸
祭
祀
に
用
い（
た
）
66

。
ま
た
、
洪
武
十
三
年
（
一
三
八
〇
）

五
月
、
太
祖
は
礼
部
に
詔
し
て
、
国
家
祭
祀
の
楽
舞
は
天
・
地
・

祖
宗
を
祀
っ
て
感
格
の
道
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
楽

生
・
舞
生
は
必
ず
そ
の
人
を
慎
重
に
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

過
失
や
病
気
の
有
る
者
は
返
し
て
民
に
せ
よ
、
と
命
じ
て
い（
る
）
67

。

そ
の
後
、
科
挙
が
再
開
さ
れ
た
洪
武
十
七
年
（
一
三
八
四
）
六
月
、

孔
子
廟
の
祭
祀
に
関
し
、
太
祖
は
礼
部
に
、
大
成
楽
器
を
造
り
全

国
の
学
校
に
配
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
の
勅
命
は
、
天
下
の
学
校

で
は
孔
子
を
祀
っ
て
い
る
が
、
楽
器
が
い
ま
だ
備
え
ら
れ
て
い
な

い
た
め
、
そ
の
音
を
明
ら
か
に
し
て
神
明
を
客
観
的
に
感
じ
さ
せ

る
こ
と
が
な
い
、
と
述
べ
て
い（
る
）
68

。
太
祖
は
同
月
に
ま
た
、
古
人

の
楽
は
後
世
の
楽
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
古
代
の
律
呂
・
詩
章
・

楽
器
で
今
演
奏
し
よ
う
と
し
て
も
、
人
と
楽
と
が
判
然
と
二
つ
に

分
か
れ
て
い
る
の
で
、
天
地
に
感
通
し
、
鬼
神
を
感
ぜ
し
め
ん
と

し
て
も
出
来
な
い
。
礼
部
は
こ
の
点
に
注
意
し
、
楽
器
が
出
来
た

ら
、
こ
れ
を
学
校
の
生
員
に
配
り
習
わ
せ
る
な
ら
ば
、
古
人
の
考

え
を
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い（
る
）
69

。
景
泰

七
年
（
一
四
五
六
）
八
月
に
は
、
衍
聖
公
孔
弘
緒
が
上
奏
し
て
、

楽
生
・
舞
生
の
不
足
を
論
じ
、
楽
舞
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、

幽
界
に
格い

た

っ
て
神
を
享ま
つ

る
た
め
で
あ
る
。
も
し
欠
員
が
生
じ
た
ら
、

〔
孔
子
廟
の
〕
大
成
楽
は
全
う
で
き
な
い
、
と
述
べ
て
い（
る
）
70

。
こ

の
よ
う
に
、
釈
奠
に
お
け
る
楽
は
神
明
・
鬼
神
を
感
じ
さ
せ
、
天

地
に
感
通
す
る
働
き
を
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
礼
楽

は
道
徳
的
な
規
範
・
修
養
と
い
う
よ
り
も
、
鬼
神
に
感
格
（
感

通
）
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

　

明
朝
の
国
家
祭
祀
に
お
け
る
楽
舞
の
働
き
を
よ
く
示
し
て
い
る

の
が
雩う

祭
す
な
わ
ち
雨
乞
い
の
祭
祀
で
あ
る
。
も
と
も
と
雩
祭
に

は
楽
と
舞
は
付
い
て
な
か
っ
た
が
、
嘉
靖
十
二
年
（
一
五
三
三
）

五
月
、
礼
部
尚
書
夏
言
ら
が
嘉
靖
帝
に
、
古
代
の
方
式
に
基
づ
い

た
祭
を
お
こ
な
う
こ
と
を
願
っ
た
際
、
音
と
舞
の
姿
の
和
に
よ
っ

て
陰
陽
の
気
を
伸
ば
し
広
げ
、
陰
陽
が
和
す
る
と
始
め
て
雨
が
降

る
、
と
述
べ
て
い（
る
）
71

。
次
い
で
嘉
靖
十
七
年
（
一
五
三
八
）
四
月
、

礼
部
が
雩
祭
に
関
し
て
上
奏
し
た
際
も
、
祭
祀
に
お
い
て
楽
と
舞

は
、
音
と
姿
に
よ
り
和
気
を
伸
ば
し
広
げ
、
天
と
地
に
告
げ
、
神

明
に
感
通
し
、
陰
陽
を
和
し
て
、
雨
沢
が
降
る
こ
と
を
願
う
、
と

述
べ
て
い（
る
）
72

。
ま
た
、
嘉
靖
年
間
の
国
家
祭
祀
の
改
革
を
記
録
し

た
『
嘉
靖
祀
典
考
』
巻
三
「
雩
壇
礼
儀
楽
舞
」
は
、
楽
と
舞
は
音

と
姿
の
調
和
に
よ
り
、
陰
陽
の
気
を
伸
ば
し
、
天
地
の
間
に
明
ら

か
に
告
げ
、
神
明
に
達
す
る
。
雨
は
天
地
の
恵
み
で
あ
り
、
必
ず

三
一
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陰
陽
が
和
し
て
初
め
て
降
る
。
こ
れ
は
神
の
理
が
通
感
し
、
こ
の

よ
う
に
な
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
述
べ
て
い（
る
）
73

。
要
す
る
に
、
礼
部

は
祭
祀
に
お
け
る
楽
舞
の
役
割
を
、
神
明
に
感
通
す
る
こ
と
と
陰

陽
の
調
和
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
礼
楽
に
お
け
る
陰
陽
の
要
素
は

次
章
で
論
ず
る
。
こ
れ
ま
で
狭
義
の
礼
楽
、
特
に
国
家
祭
祀
の
性

格
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
国
家
祭
祀
は
皇
帝
の
統
治
上
の
諸
目

的
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
広
義
の
礼
の
形

成
と
関
係
が
あ
る
。
次
章
で
は
こ
の
点
を
検
討
し
よ
う
。

第
三
章　

広
義
の
礼
楽
と
官
制
書

　

狭
義
の
礼
楽
の
中
心
が
祭
祀
を
始
め
と
す
る
儀
礼
で
あ
る
の
に

対
し
、
礼
楽
を
天
道
や
陰
陽
と
関
連
づ
け
る
観
念
が
存
在
し
た
。

朱
熹
は
、
有
子
が
「
礼
は
天
理
の
節
文
、
人
事
の
儀
則
」
と
述
べ

た
こ
と
に
つ
い
て
、「
節
は
等
級
で
あ
り
、
文
は
直
接
的
表
現
を

避
け
て
迂
回
す
る
有
様
で
あ
る
。
天
下
に
は
ま
さ
に
然
る
べ
き
理

が
有
る
。
こ
の
理
は
姿
や
形
が
無
い
。
そ
こ
で
こ
の
礼
文
を
作
り
、

一
個
の
天
理
を
描
き
出
し
て
人
に
見
せ
、
規
範
に
拠
り
所
が
有
る

よ
う
に
し
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
れ
を
天
理
の
節
文
と
言
う
の

で
あ
る
」、
と
述
べ
て
い（
る
）
74

。
同
様
に
『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
二
、

論
語
二
十
四
で
も
、
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　

礼
は
天
理
の
節
文
で
あ
る
。
天
下
に
は
「
当
然
の
理
」
が

有
り
、
礼
に
復
す
る
と
は
天
理
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
天
理

は
形
が
無
い
か
ら
、
こ
の
理
の
文
を
作
り
、
一
個
の
天
を
描

き
出
し
、
人
に
見
せ
る
の
で
あ
る
。
教
え
る
の
に
規
範
が
有

れ
ば
、
拠
り
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を
天

理
の
節
文
と
言
う
。
君
臣
に
は
君
臣
の
節
文
が
有
り
、
父
子

に
は
父
に
事つ

か

え
る
節
文
が
有
る
。
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
も
そ

う
で
な
い
こ
と
は
無
い
が
、
そ
の
実
は
天
理
で
あ（
る
）
75

。

　

つ
ま
り
朱
熹
は
、
礼
と
は
天
理
を
具
現
化
し
て
、
人
が
見
て
分

か
る
よ
う
に
し
た
規
範
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
朱
熹
は
ま
た
、

「
楽
は
天
に
由
り
作
り
、
陽
に
属
す
る
。
だ
か
ら
運
動
の
意
味
が

あ
る
。
礼
は
地
を
も
っ
て
制
し
、
地
か
ら
出
る
の
で
、
移
り
変
わ

る
こ
と
は
で
き
な（
い
）
76

、」
と
、
礼
楽
を
天
地
と
陰
陽
に
基
づ
く
と

し
て
、
天
理
・
陰
陽
二
気
と
い
う
自
己
の
世
界
生
成
論
の
枠
組
み

の
中
で
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
天
を
根
拠
と
し
た
礼
楽
観

は
す
で
に
『
礼
記
』
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
。『
礼
記
』「
礼
運

第
九
」
に
、
孔
子
の
言
葉
と
し
て
、「
礼
な
る
も
の
は
、
先
王
が

天
の
道
を
受
け
、
人
の
情
を
整
え
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ

を
失
う
者
は
死
に
、
こ
れ
を
得
る
者
は
生
き
る
。
…
…
礼
は
必
ず

天
に
基
づ
き
、
地
に
則の

っ
と

り
、
鬼
神
に
合
い
、
吉
凶
の
祭
、
射
・

御
の
作
法
、
冠
婚
・
朝
聘
の
儀
式
に
及
ん
で
い
る
。
故
に
聖
人

（
先
王
）
は
礼
を
も
っ
て
こ
れ
を
示
し
、
故
に
天
下
国
家
は
正
し

三
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く
な
り
う
る
」
と
あ（
る
）
77

。
要
す
る
に
礼
は
古
代
の
聖
天
子
が
天

下
・
国
家
を
正
し
く
す
る
た
め
、
天
道
に
基
づ
い
て
定
め
た
も
の

で
あ
る
と
す
る
。
同
様
に
「
礼
運
第
九
」
は
ま
た
、
礼
は
君
主
の

大
柄
（
大
権
）
で
あ
り
、
紛
ら
わ
し
い
こ
と
を
別
ち
、
奥
深
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
鬼
神
に
接
し
、
制
度
を
考
え
、
仁
義
を
立
て
、

政
治
を
治
め
、
君
主
を
安
泰
に
す
る
、
と
あ（
る
）
78

。
さ
ら
に
礼
楽
は

陰
陽
の
観
念
で
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
礼
記
』「
郊
特
牲

第
十
一
」
に
、「
楽
は
陽
由
り
来
る
も
の
な
り
、
礼
は
陰
由
り
作

る
も
の
な
り
。
陰
陽
和
し
、
万
物
得
」
と
も
あ（
る
）
79

。『
礼
記
』「
楽

記
第
十
九
」
に
は
、
礼
は
天
地
の
序
列
を
明
ら
か
に
し
、
楽
は
天

地
を
和
合
さ
せ
る
、
と
あ（
る
）
80

。『
礼
記
』
の
段
階
で
、
礼
楽
は
聖

人
（
君
主
）
が
統
治
の
た
め
に
、
天
道
に
基
づ
き
制
定
し
た
も
の

で
、
礼
は
陰
に
由
り
、
序
列
を
示
し
、
楽
は
陽
に
由
り
、
和
合
を

示
す
と
説
く
。
前
述
の
朱
熹
の
説
は
当
然
『
礼
記
』
の
説
を
踏
ま

え
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
礼
楽
の
観
念
が
成
立
し
た
歴
史
的
過
程
を
本
論
で

論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
背
景
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
は
、
鬼
神
を
天
道
・
陰
陽
と
結
び
つ
け
る
観
念
で
あ
る
。

『
易
経
』「
繋
辞
上
」
に
「
一
陰
一
陽
を
道
と
謂
う
…
…
陰
陽
の
測

ら
れ
ざ
る
の
を
神
と
謂
う
」
と
あ（
る
）
81

。
す
な
わ
ち
陰
陽
の
変
化
が

道
で
あ
り
、
陰
陽
の
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
働
き
が
神
で
あ

る
、
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
文
は
短
く
、
内
容
の
詳
細
は
分
か
ら

な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
唐
代
の
孔
穎
達
ら
の
『
周
易
正
義
』
巻

七
は
、
本
体
論
的
観
念
に
基
づ
き
、
道
・
陰
陽
・
鬼
神
に
関
し
て

大
略
次
の
よ
う
に
註
を
付
け
て
い（
る
）
82

。

　
「
一
陰
一
陽
を
道
と
謂
う
」
に
つ
い
て
、『
周
易
正
義
』
巻
七
で

王
弼
は
「
道
は
無
で
あ
り
、
通
ぜ
ざ
る
な
く
、
由
ら
ざ
る
な
し
。

神
に
一
定
の
方
向
は
な
く
、
易
に
一
定
の
状
態
は
な
く
、
道
は
見

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
註
解
し
、
疏
は
「
一
は
無
で
あ
り
、
無
の

陰
、
無
の
陽
を
道
と
謂
う
。
道
は
虚
無
の
名
称
で
あ
り
、
陰
陽
が

自
然
に
は
た
ら
け
ば
、
そ
れ
を
道
と
謂
う
。
万
物
の
運
動
は
み
な

道
に
拠
っ
て
い
る
。
陰
陽
は
二
気
で
あ
る
が
、
常
に
虚
無
（
道
）

の
中
で
は
一
つ
で
あ
る
。
道
は
微
妙
（
奥
深
く
）
で
窮
め
ら
れ
な

い
の
で
神
と
謂
う
」
と
註
解
し
て
お
り
、
道
家
の
本
体
論
的
観
念

と
神
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
陰
陽
の
測
ら
れ
ざ
る
の

を
神
と
謂
う
」
に
つ
い
て
『
周
易
正
義
』
巻
七
で
王
弼
は
、「
神

な
る
も
の
は
変
化
の
極
で
あ
り
、
万
物
の
神
秘
で
あ
り
、
形
で
は

極
め
ら
れ
な
い
の
で
、
陰
陽
は
測
れ
な
い
と
言
う
」
と
註
解
す
る
。

『
周
易
正
義
』
の
疏
は
こ
れ
を
受
け
て
、「
天
下
の
万
物
は
み
な
陰

陽
に
よ
っ
て
生
成
す
る
が
、
そ
の
由
る
と
こ
ろ
の
原
理
は
窮
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
神
と
謂
う
。
そ
の
原
理
は
形
が
無
く
、

も
の
の
形
容
で
求
め
ら
れ
ず
、
そ
の
造
化
の
理
は
自
然
に
な
さ
れ

三
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る
の
で
、
神
と
呼
ぶ
。
陰
陽
・
天
地
の
本
体
は
太
極
・
虚
無
を
始

ま
り
と
す
る
が
、
そ
の
変
化
の
理
は
果
て
し
が
な
く
、
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
神
と
呼
ぶ
。」
と
註
解
す
る
。
こ
こ
で
神
は
道

家
的
な
虚
無
、
不
可
知
の
本
体
、
或
い
は
無
極
・
陰
陽
の
観
念
に

結
び
つ
け
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
祀
の
鬼
神
と
の
関
係
は
明

確
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
天
道
・
陰
陽
の
世
界
生
成
論
は
祭
祀
の
鬼

神
と
融
合
し
て
く
る
。
も
と
も
と
神
は
最
高
神
「
天
」
を
含
む
諸

神
と
し
て
、
人
鬼
と
併
せ
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
鬼

神
は
『
易
経
』「
繋
辞
上
」
と
『
周
易
正
義
』
巻
七
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
天
道
・
陰
陽
の
本
体
論
的
・
世
界
生
成
論
的
観
念
で
も

説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
鬼
神
に
関
す
る
観
念
は
宋

学
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
た
。
北
宋
の
張
載
は
「
鬼
神
は
〔
陰

陽
〕
二
気
の
良
能
で
あ
る
」（『
張
氏
全
書
』
巻
二
、
正
蒙
一
）
と

説
き
、
こ
れ
を
継
承
し
た
南
宋
の
朱
熹
も
、
鬼
神
は
陰
陽
二
気
の

良
能
で
あ
り
、
も
の
が
有
れ
ば
必
ず
そ
の
鬼
神
が
あ
り
、
陰
陽
の

働
き
で
な
い
も
の
は
な
く
、
鬼
神
は
陰
陽
の
為
す
と
こ
ろ
で
あ（
る
）
83

、

と
説
い
て
い
る
。
朱
熹
は
理
気
二
元
論
を
説
く
一
方
で
、「
鬼
神

は
存
在
す
る
。
も
し
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
古
人
は
あ
の
よ
う
に

求
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
…
…
天
子
が
天
地
を
祭
る
の
は
、
天

が
有
り
地
が
有
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
祭
祀
の
鬼
神
の
存
在
を
否

定
し
な
か
っ（
た
）
84

。
要
す
る
に
、
そ
の
論
理
的
整
合
性
に
は
疑
問
が

有
る
が
、
朱
熹
は
天
理
・
陰
陽
二
気
の
世
界
生
成
論
と
祭
祀
の
鬼

神
を
結
び
つ
け
て
説
い
た
。
こ
れ
は
鬼
神
の
陰
陽
化
で
あ
り
、
陰

陽
の
鬼
神
化
と
も
言
え
る
。
最
高
神
で
あ
る
天
・
上
帝
が
同
一
存

在
の
別
の
表
現
と
し
て
、
天
道
・
天
理
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
の
他

の
鬼
神
は
陰
陽
の
気
と
見
な
さ
れ
た
。

　

朱
子
学
を
正
統
と
す
る
明
朝
の
国
家
祭
祀
も
、
祭
祀
の
対
象
と

し
て
の
鬼
神
は
維
持
し
つ
つ
、
天
道
・
天
理
・
陰
陽
の
観
念
を
加

え
た
。
例
え
ば
、
明
朝
の
初
期
の
国
家
祭
祀
は
天
地
分
祀
で
あ
っ

た
。
陽
と
見
な
さ
れ
た
天
（
昊
天
上
帝
）
の
祭
祀
は
、
陽
を
示
す

京
師
の
南
郊
で
、
陰
が
極
点
に
達
し
、
陽
が
動
き
出
す
冬
至
の
日

に
挙
行
さ
れ
た
。
陰
と
見
な
さ
れ
た
地
（
皇
地
祇
）
の
祭
祀
は
陽

が
極
点
に
達
し
、
陰
が
動
き
出
す
夏
至
の
日
に
、
陰
を
示
す
京
師

の
北
郊
で
挙
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
明
朝
は
洪
武
十
年
（
一
三
七

七
）
に
、
天
を
父
、
地
を
母
と
す
る
観
念
に
よ
り
、
天
地
合
祀
に

改
め
た
が
、
嘉
靖
九
年
（
一
五
三
〇
）
に
至
り
、
再
び
陰
陽
論
に

基
づ
い
て
天
地
分
祀
に
戻
し（
た
）
85

。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
嘉
靖

十
二
年
（
一
五
三
三
）
に
礼
部
が
漢
代
以
来
お
こ
な
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
雨
乞
い
の
祭
祀
で
あ
る
雩
祭
の
復
活
を
願
っ
た
時
、
礼
部

は
雩
祭
で
お
こ
な
わ
れ
る
楽
舞
の
音
と
姿
が
陰
陽
を
調
和
さ
せ
、

雨
を
降
ら
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。
祭
祀
に
よ
り
鬼
神
に
働
き
か
け

三
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る
こ
と
は
陰
陽
に
働
き
か
け
る
こ
と
と
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
国
家
祭
祀
は
天
子
の
統

治
全
般
と
密
接
な
関
係
が
有
っ
た
が
、
本
体
論
的
観
念
に
よ
り
、

陰
陽
と
鬼
神
が
同
一
存
在
の
異
な
る
側
面
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
天
子
の
礼
楽
は
鬼
神
に
対
す
る
祭
祀
儀
礼
か
ら
広
が

り
、
天
子
が
天
に
基
づ
き
陰
陽
に
よ
っ
て
作
っ
た
と
さ
れ
る
礼
楽

に
よ
り
、
現
界
と
幽
界
を
含
む
陰
陽
の
世
界
全
体
を
治
め
る
と
す

る
、
統
治
観
念
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
広
義
の
礼
楽

に
関
し
、
朱
熹
に
先
立
つ
北
宋
の
欧
陽
脩
の
説
が
有
る
。
欧
陽
脩

は
『
唐
書
』
巻
十
一
、
礼
楽
志
一
で
、
大
略
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い（
る
）
86

。
　

夏
殷
周
三
代
よ
り
以
前
は
統
治
が
礼
楽
か
ら
の
み
出
て
、

礼
楽
が
天
下
に
及
ん
だ
。
三
代
以
後
は
統
治
と
礼
楽
が
二
つ

に
な
り
、
礼
楽
は
虚
名
に
な
っ
た
。
古
代
に
は
住
居
・
服

装
・
食
器
・
楽
器
な
ど
、
凡
そ
民
の
こ
と
で
、
一
つ
と
し
て

礼
か
ら
出
な
い
も
の
は
無
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
民
に
教

え
、
諸
道
徳
も
居
処
・
動
作
・
衣
服
・
飲
食
の
間
か
ら
出
な

い
も
の
は
無
か
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
統
治
が
一
つ
か
ら

の
み
出
て
、
礼
楽
が
天
下
に
及
ぶ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

天
下
に
礼
楽
を
安
ら
か
に
行
わ
せ
る
な
ら
、
知
ら
ず
に
善
に

向
か
い
、
罪
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
が
習
い
と
な
る
。
三
代
が

終
わ
る
と
、
秦
が
古
の
法
を
変
え
、
後
の
王
朝
も
国
家
制

度
・
位
階
・
宮
殿
・
車
・
服
装
・
器
物
は
一
切
秦
の
も
の
を

用
い
た
。
そ
の
間
に
改
め
よ
う
と
し
た
君
主
は
い
る
が
、
遠

く
三
代
よ
り
前
に
戻
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
時
の
俗
に
少

し
変
更
を
加
え
、
大
体
い
い
加
減
な
と
こ
ろ
で
安
ん
じ
た
。

毎
日
従
事
す
る
の
は
帳
簿
・
裁
判
・
兵
食
を
緊
要
で
あ
る
と

し
て
、
こ
れ
を
政
治
と
し
、
民
を
治
め
た
。
三
代
の
礼
楽
に

至
っ
て
は
、
そ
の
名
前
は
有
る
が
、
有
司
に
し
ま
っ
て
置
き
、

時
々
出
し
て
、
郊
祀
・
宗
廟
や
朝
廷
で
使
い
、
こ
れ
が
礼
で

あ
り
、
民
に
教
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
統
治
が
二
つ
よ
り
出
で
、
礼
楽
が
虚
名
と
な
る
こ
と
で
あ

る
。

　

欧
陽
脩
の
こ
の
言
葉
は
、
天
子
が
統
治
に
お
い
て
、
人
間
世
界

の
諸
事
を
包
括
す
る
広
義
の
礼
楽
に
よ
る
人
々
の
教
化
を
説
い
た

も
の
で
あ
る
。
儒
家
で
は
堯
・
舜
・
夏
・
殷
・
周
三
代
は
聖
天
子

が
治
め
、
礼
楽
が
完
備
し
た
、
後
世
の
歴
代
王
朝
が
模
範
と
す
る
、

理
想
の
時
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い（
た
）
87

。
欧
陽
脩
は
、
こ
の
時

代
に
は
天
子
の
統
治
に
お
い
て
、
民
生
上
の
諸
事
も
全
て
礼
楽
と

し
て
民
に
教
え
て
い
た
、
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
観
念
を
継
承
し

た
の
が
明
代
の
丘
濬
で
あ
る
。
丘
濬
も
礼
楽
を
聖
人
が
天
地
の
陰

三
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陽
に
基
づ
き
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
成
化
二
十

三
年
（
一
四
八
七
）
十
一
月
に
完
成
し
た
『
大
学
衍
義（
補
）
88

』
の
巻

三
十
七
「
総
論
礼
楽
之
道
下
」
で
、
欧
陽
脩
の
説
に
つ
い
て
、
朱

熹
が
「
こ
れ
は
古
今
変
わ
る
こ
と
の
な
い
至
論
で
あ
る
」
と
述
べ

た
と
指
摘（
し
）
89

、
さ
ら
に
そ
の
巻
四
十
「
礼
儀
之
節
」
で
、
丘
濬
は

あ
ら
ま
し
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

成
周
の
盛
ん
な
時
、〔『
周
礼
』
に
〕
国
都
を
建
て
、
方
位

を
正
し
、
国
を
区
分
し
、
田
野
を
測
り
、
官
職
を
分
設
し
、

も
っ
て
民
の
よ
り
所
と
し
た
、
と
あ
る
が
、
み
な
こ
れ
ら
を

礼
と
言
っ
た
。
た
だ
祭
祀
や
儀
礼
だ
け
を
礼
と
し
た
の
で
は

な
い
。
礼
は
天
下
を
治
め
る
大
綱
で
あ
っ
た
が
、
三
代
以
後
、

礼
は
天
下
を
治
め
る
一
事
と
な
っ
た
。
古
今
の
統
治
の
効
果

に
は
、
だ
か
ら
盛
衰
が
有
る
。
我
が
太
祖
皇
帝
が
初
め
て
天

下
を
取
る
や
、
洪
武
元
年
に
中
書
省
・
翰
林
院
・
太
常
寺
に

命
じ
、
三
礼
（
天
・
地
・
宗
廟
を
祭
る
儀
礼
）
を
定
擬
さ
せ

た
。
翌
年
さ
ら
に
集
議
を
命
じ
、
そ
の
翌
年
に
〔
礼
書
を
〕

編
纂
し
た
。
民
間
の
道
徳
と
学
問
が
優
れ
た
人
士
を
招
き
、

考
訂
し
て
、
一
代
の
制
を
作
っ
た
。
今
残
っ
て
い
る
書
は

『
大
明
集
礼
』『
洪
武
定
制
』『
礼
儀
定
式
』『
稽
古
定
制
』
及

び
『
諸
司
職
掌
』
で
あ（
る
）
90

。

　

丘
濬
は
『
周
礼
』
に
基
づ
き
、
夏
殷
周
三
代
以
前
は
、
国
都
の

建
設
、
行
政
区
域
の
設
定
、
田
土
の
測
定
、
官
制
の
整
備
な
ど
の

統
治
上
の
諸
事
を
礼
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
の
に
対
し
、
三
代

以
後
は
祭
祀
や
儀
礼
の
み
を
礼
と
見
な
し
、
礼
を
狭
く
捉
え
る
よ

う
に
な
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
太
祖
は
礼
の
本
来
の

観
念
に
戻
り
、
集
議
と
考
訂
の
う
え
礼
書
を
編
纂
し
た
。
そ
れ
ら

の
礼
書
の
中
で
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
に
は
『
大
明
集
礼
』
や

『
諸
司
職
掌
』
な
ど
が
有
る
と
言
う
。
丘
濬
は
、
礼
が
政
刑
を
始

め
と
す
る
一
切
の
統
治
制
度
を
含
む
と
い
う
欧
陽
脩
の
観
念
は

『
周
礼
』
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
太
祖
に
よ
っ
て
も
継
承

さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
。

　

洪
武
二
十
六
年
三
月
に
完
成
し
た
『
諸
司
職
掌
』
の
編
纂
の
経

過
は
、
明
太
祖
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
官
職
に
は
上
下
が
有
り
、
職

務
に
は
大
小
が
有
る
。
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
典
籍
が
無
け
れ
ば
、

後
に
就
任
し
た
者
が
職
務
・
政
策
の
詳
細
を
知
ら
な
い
恐
れ
が
あ

る
。
そ
こ
で
吏
部
に
命
じ
、
翰
林
院
の
儒
臣
と
と
も
に
、『
大
唐

六
典
』
に
倣
い
、
五
軍
都
督
府
・
六
部
・
都
察
院
以
下
の
諸
司
の

官
職
と
そ
の
職
務
を
分
類
し
て
書
物
と
し
、
中
央
と
地
方
に
配
ら

せ
た
、
と
あ（
る
）
91

。
太
祖
が
述
べ
た
よ
う
に
、『
諸
司
職
掌
』
は
ま

ず
第
一
に
、
官
僚
が
職
務
を
理
解
す
る
た
め
の
、『
大
唐
六
典
』

に
倣
っ
た
官
制
の
書
で
あ
り
、『
大
明
集
礼
』
と
は
性
格
が
異
な

る
が
、
丘
濬
は
礼
書
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。
確
か
に
『
諸
司

三
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職
掌
』
の
「
礼
部
職
掌
」
に
は
礼
楽
に
関
す
る
部
分
が
有
る
が
、

『
大
明
集
礼
』
の
構
成
が
礼
楽
を
種
類
別
に
、
主
と
し
て
五
礼
に

分
け
て
い
る
の
に
対
し
、『
諸
司
職
掌
』
の
構
成
は
主
と
し
て
六

部
に
分
け
る
。
礼
楽
に
関
す
る
記
事
は
、
所
管
す
る
礼
部
の
部
分

で
扱
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
欧
陽
脩
が
説
い
た
、
王
朝
の
定
め
た

統
治
の
諸
制
度
そ
の
も
の
が
礼
楽
の
制
度
で
も
あ
る
と
す
る
前
述

の
観
念
に
よ
り
、『
諸
司
職
掌
』
は
礼
書
と
も
さ
れ
た
。
丘
濬
は

弘
治
八
年
（
一
四
九
五
）
二
月
に
死
去
し
た
が
、
七
年
後
の
弘
治

十
五
年
（
一
五
〇
二
）
十
二
月
、
勅
撰
の
『
大
明
会
典
』（
以
後

『
正
徳
会
典
』
と
略
称
す
る
）
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
。
そ
の
弘
治
帝

御
製
の
序
文
は
、
欧
陽
脩
・
丘
濬
の
考
え
を
継
承
し
、
大
略
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

堯
舜
の
聖
天
子
の
時
代
、
事
柄
に
即
し
て
法
が
定
め
ら
れ

た
。
凡
そ
儀
礼
の
制
度
で
天
理
の
当
然
で
な
い
も
の
は
無
い
。

夏
の
禹
王
、
殷
の
湯
王
、
周
の
文
王
・
武
王
は
堯
・
舜
と
差

が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
制
度
文
物
は
だ
ん
だ
ん
と
備
わ

り
、
こ
の
理
に
純
粋
で
あ
り
、
後
世
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
い
。

秦
よ
り
以
後
の
善
く
治
ま
っ
た
と
称
す
る
漢
・
唐
・
宋
な
ど

の
王
朝
で
は
、
賢
君
が
小
康
の
政
治
を
し
た
が
、
陋
習
に
従

っ
て
簡
便
に
し
、
人
為
を
ま
じ
え
、
制
度
は
い
ま
だ
天
理
を

尽
く
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
宋
代
の
儒
学
者
欧
陽
脩
が
、

そ
の
政
治
は
二
つ
か
ら
出
て
お
り
、
古
代
の
よ
う
で
は
あ
り

得
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
我
が
太
祖
高
皇
帝
は
元
朝
に
代
わ

っ
て
天
下
を
有
し
、
政
治
を
行
う
の
に
必
ず
群
儒
を
集
め
て

議
し
、
古
法
に
遵
い
、
時
代
に
合
わ
せ
、
修
正
を
加
え
、
燦

然
と
し
て
天
理
を
敷
い
た
。
そ
の
後
の
明
朝
の
歴
代
皇
帝
は

概
ね
こ
の
道
に
従
い
、
百
餘
年
の
太
平
が
有
っ
た
。
朕
は
歴

代
皇
帝
の
制
度
が
ま
だ
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

儒
臣
に
勅
し
て
、『
諸
司
職
掌
』
な
ど
の
諸
書
、
有
司
の
冊

籍
を
出
さ
せ
、
お
よ
そ
礼
制
に
関
す
る
も
の
は
悉
く
館
に
分

け
て
編
集
し
た
。
諸
々
の
官
庁
は
序
列
で
並
べ
ら
れ
、
諸
事

は
み
な
官
職
に
帰
し
、『
大
明
会
典
』
と
名
付
け（
た
）
92

。

　

弘
治
帝
の
御
製
序
文
は
、
堯
・
舜
の
時
代
の
儀
礼
制
度
す
な
わ

ち
礼
楽
は
全
て
天
理
に
基
づ
い
て
い
た
と
理
想
化
し
、
そ
れ
に
次

ぐ
も
の
と
し
て
、
夏
殷
周
三
代
の
制
度
も
天
理
に
純
粋
で
あ
っ
た

と
す
る
。
さ
ら
に
御
製
序
文
は
前
述
の
欧
陽
脩
の
礼
に
関
す
る
説

を
引
き
、
秦
よ
り
以
後
の
諸
王
朝
の
制
度
は
天
理
を
尽
く
し
て
い

な
い
と
批
判
し
、
一
方
で
明
太
祖
は
古
法
に
従
い
、
天
理
を
尽
く

し
て
い
る
と
賛
美
す
る
。
そ
し
て
『
正
徳
会
典
』
が
『
諸
司
職

掌
』
な
ど
の
諸
書
に
、
官
庁
の
文
書
を
ま
じ
え
、
お
よ
そ
礼
に
関

す
る
こ
と
は
館
に
分
け
編
纂
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
記
事
は

所
属
す
る
官
職
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
弘
治

三
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帝
の
御
製
序
文
で
も
、
明
朝
の
天
理
を
尽
く
し
た
統
治
制
度
・
官

制
が
礼
に
他
な
ら
ず
、
官
制
の
書
『
正
徳
会
典
』
が
礼
書
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

丘
濬
が
『
大
学
衍
義
補
』
の
完
成
を
上
奏
し
た
の
は
、
成
化
二

十
三
年
（
一
四
八
七
）
十
一
月
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
丘
濬
は

国
子
監
掌
監
事
・
礼
部
右
侍
郎
か
ら
礼
部
尚
書
に
昇
任
し
た
。
四

年
後
の
弘
治
四
年
（
一
四
九
一
）
十
月
、
丘
濬
は
礼
部
尚
書
兼
内

閣
大
学
士
に
な
っ
て
お（
り
）
93

、
弘
治
帝
に
近
い
重
要
な
官
職
に
居
た

と
言
え
る
。
そ
の
た
め
か
、
丘
濬
没
後
の
弘
治
十
二
年
（
一
四
九

九
）
三
月
の
殿
試
の
策
問
に
、
欧
陽
脩
の
名
を
挙
げ
、
く
だ
ん
の

礼
楽
論
が
引
用
さ
れ
て
い（
る
）
94

。
弘
治
帝
と
そ
の
周
辺
の
重
臣
は

『
大
学
衍
義
補
』
で
丘
濬
が
引
い
た
欧
陽
脩
の
礼
楽
論
の
影
響
を

受
け
た
と
言
え
る
。
そ
の
後
、『
正
徳
会
典
』
が
実
際
に
刊
行
さ

れ
た
際
の
正
德
四
年
（
一
五
〇
九
）
十
二
月
十
九
日
の
日
付
の
正

徳
帝
御
製
の
序（
文
）
95

は
、『
書
経
』
に
見
ら
れ
る
堯
・
舜
の
「
典
謨
」、

夏
の
「
典
則
」、
商
（
殷
）
の
「
謨
言
」、
完
備
し
て
い
た
と
称
す

る
周
の
礼
制
す
な
わ
ち
『
周
礼
』、
の
ち
の
漢
唐
宋
時
代
の
『
会

要
』、
特
に
も
っ
と
も
詳
細
で
あ
る
『
大
唐
六
典
』
な
ど
を
列
挙

し
、
明
太
祖
は
こ
れ
ら
古
き
文
献
を
調
べ
、
制
度
を
創
り
、『
諸

司
職
掌
』
を
作
っ
た
と
す
る
。
そ
の
後
、
英
宗
が
『
諸
司
職
掌
』

の
後
継
の
制
度
の
書
を
作
る
こ
と
を
命
じ
、
孝
宗
（
弘
治
帝
）
が

完
成
さ
せ
た
。
そ
の
内
容
は
『
諸
司
職
掌
』
を
主
と
し
、
群
書
と

比
べ
、
歴
年
の
事
例
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
正
徳

帝
の
御
製
序
文
か
ら
、
正
徳
帝
は
、
ま
ず
『
諸
司
職
掌
』
が
『
書

経
』『
周
礼
』『
大
唐
六
典
』
な
ど
の
諸
書
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
、

次
い
で
『
諸
司
職
掌
』
を
も
と
に
『
正
徳
会
典
』
が
作
ら
れ
た
と

認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
『
正
徳
会
典
』
に
増
補
と
修
正
を
加
え
て
成
立
し
た
の
が

『
万
暦
会
典
』
で
あ
る
。
万
曆
四
年
（
一
五
七
六
）
六
月
十
六
日

付
の
、
内
閣
大
学
士
張
居
正
ら
に
よ
る
『
万
暦
会
典
』
の
編
纂
を

願
う
上
奏
文
は
、『
大
明
会
典
』
が
唐
の
『
六
典
』、
宋
の
『
会

要
』
の
遺
意
を
継
承
し
、
そ
の
内
容
は
『
周
官
』
や
『
六
典
』
を

超
え
て
い
る
と
述
べ
て
い（
る
）
96

。
ま
た
、
完
成
し
た
『
万
暦
会
典
』

を
皇
帝
に
上
程
す
る
、
内
閣
大
学
士
申
時
行
ら
の
万
曆
十
五
年
二

月
十
六
日
付
の
上
表（
文
）
97

は
、『
万
暦
会
典
』
の
編
纂
に
お
い
て
は
、

遠
く
は
『
書
経
』
の
「
虞
書
」
に
倣
い
、
九
官
を
列
し
て
諸
事
を

明
ら
か
に
し
、
近
く
は
『
周
礼
』
を
参
考
に
、
六
官
の
職
を
明
ら

か
に
し
て
並
立
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
明
朝
が
編
纂
し
た
『
諸

司
職
掌
』『
正
徳
会
典
』『
万
暦
会
典
』
は
渊
源
を
『
書
経
』
や

『
周
礼
』
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、『
正
徳
会
典
』

は
巻
首
の
凡
例
で
、「
本
朝
の
設
官
は
大
抵
周
制
を
用
い
た
」
と

述
べ
て
い
る
。
周
制
と
は
『
周
礼
』
に
記
さ
れ
て
い
る
周
の
官
制

三
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と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。『
正
徳
会
典
』
の
編
纂
者
の
認

識
で
は
、
明
朝
は
『
周
礼
』
の
官
制
に
遵
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
周
礼
』
の
も
と
の
名
は
『
周
官
』
で
あ
っ
た
が
、
一
説
で
は
王

莽
の
時
代
に
劉
歆き

ん

が
奏
請
し
て
経
典
に
入
れ
ら
れ
、『
周
礼
』
と

名
称
を
改
め
た
と
い（
う
）
98

。
こ
こ
に
王
朝
の
統
治
制
度
を
礼
制
と
見

な
す
考
え
が
表
れ
て
い
る
。

　
『
書
経
』
や
『
周
礼
』
に
倣
う
と
い
う
こ
と
は
、
明
朝
が
儒
教

に
お
い
て
理
想
と
さ
れ
て
い
た
堯
・
舜
・
夏
殷
周
三
代
の
制
度
を

天
理
の
表
れ
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ（
る
）
99

。
前
述
の
よ
う
に
、『
正

徳
会
典
』
は
『
諸
司
職
掌
』
を
中
心
に
、
他
の
礼
書
を
参
照
し
て

編
纂
さ
れ
た
。『
正
徳
会
典
』
は
官
制
の
書
、
政
書
で
あ
る
が
、

明
朝
に
お
い
て
は
礼
書
と
し
て
も
扱
わ
れ
て
お
り
、
広
義
の
礼
書

に
属
し
て
い
た
と
言
え
る
。『
正
徳
会
典
』
が
そ
の
形
式
か
ら

『
周
礼
』
を
淵
源
と
し
て
い
た
こ
と
は
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
っ
て
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
滋
賀
秀
三
氏
は
、『
会
典
』
は
法
典
と
称
す

べ
き
も
の
で
は
な
く
、
国
制
総
覧
と
で
も
い
う
べ
き
書
物
で
あ
り
、

国
家
に
い
か
な
る
官
職
が
存
在
す
る
か
の
列
記
を
軸
と
し
て
、
各

官
職
に
つ
い
て
そ
の
職
掌
に
属
す
る
諸
制
度
の
記
述
を
展
開
す
る

と
い
う
形
で
、
全
体
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
書
物
の

形
式
は
、
古
く
は
唐
の
『
六
典
』
に
由
来
し
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ

れ
ば
経
書
の
一
つ
で
あ
る
『
周
礼
』
に
そ
の
原
型
が
求
め
ら
れ
る
、

と
述
べ
て
い（
る
）
100

。

　

一
方
、
小
島
祐
馬
氏
は
、
礼
は
未
開
社
会
に
お
い
て
団
体
の
秩

序
を
維
持
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
祭
祀
の
形
式
面
に
由
来
す
る
。

そ
れ
を
政
治
組
織
や
行
政
準
則
と
し
て
規
定
し
た
の
が
『
礼
記
』

王
制
篇
、『
周
礼
』
で
あ
り
、『
唐
六
典
』『
大
明
会
典
』
も
そ
の

系
譜
を
ひ
く
。
そ
れ
ら
の
間
に
本
質
的
に
全
く
異
な
る
所
は
無
く
、

行
政
法
典
と
称
し
て
も
敢
え
て
差
支
な
い
も
の
で
あ
る
。
随
っ
て

『
唐
六
典
』
以
下
の
も
の
も
広
い
意
味
の
礼
で
あ
り
、『
周
礼
』
も

一
面
よ
り
観
れ
ば
一
つ
の
行
政
法
典
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い（
る
）
101

。

『
周
礼
』
か
ら
『
諸
司
職
掌
』『
正
徳
会
典
』『
万
暦
会
典
』
と
続

く
官
制
書
・
政
書
が
一
面
に
礼
書
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
礼
楽
が
統
治
体
制
を
含
む
広
い
観
念
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　
『
大
明
集
礼
』
に
示
さ
れ
た
狭
義
の
礼
楽
と
、『
諸
司
職
掌
』

『
大
明
会
典
』
に
示
さ
れ
た
広
義
の
礼
楽
は
、
一
体
と
な
っ
て
明

朝
の
礼
楽
を
構
成
し
て
い
る
。
狭
義
の
礼
楽
の
中
心
は
儀
礼
で
あ

り
、
と
り
わ
け
祭
祀
で
あ
る
。
祭
祀
は
、
天
子
（
皇
帝
）
が
天
・

地
・
百
神
を
祭
る
こ
と
に
よ
り
、
天
を
奉
じ
、
鬼
神
と
交
感
し
、

統
治
の
達
成
を
求
め
る
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
広
義
の
礼
楽

は
、
鬼
神
と
天
道
・
陰
陽
の
観
念
の
融
合
に
よ
り
、
国
家
祭
祀
の

基
本
型
に
天
道
・
天
理
・
陰
陽
の
枠
組
み
を
適
用
し
た
も
の
で
あ

三
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る
。
つ
ま
り
天
子
は
天
理
に
基
づ
く
と
す
る
礼
楽
に
よ
っ
て
鬼

神
・
陰
陽
の
世
界
に
働
き
か
け
、
秩
序
づ
け
、
調
和
さ
せ
、
統
治

を
完
遂
す
る
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
私
は
第
三
章
に
お
い
て
、

『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」
と
そ
れ
に
対
す
る
鄭
玄
と
「
礼
記
正
義
」

の
註
解
を
論
じ
、
国
家
祭
祀
そ
の
も
の
が
人
君
の
統
治
行
為
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
改
め
て
注
目
す

べ
き
は
、
礼
楽
で
世
界
を
統
治
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
次
章
で
改
め
て
検
討
す
る
。

第
四
章　

礼
楽
に
よ
る
化
育

　

礼
楽
に
よ
る
統
治
と
は
、
礼
楽
に
よ
る
化
育
の
観
念
と
関
係
す

る
。
丘
濬
は
『
大
学
衍
義
補
』
巻
三
十
六
で
、
礼
楽
に
は
生
成
の

働
き
が
有
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

　

臣
が
考
え
る
に
、
聖
人
が
天
地
の
陰
陽
に
基
づ
き
礼
楽
を

作
っ
た
。
故
に
楽
は
陽
に
由
っ
て
来
た
り
、
礼
は
陰
に
由
っ

て
作
る
。
そ
の
制
作
が
成
る
に
及
び
、
こ
れ
を
用
い
る
。
ま

た
、
こ
れ
を
も
っ
て
天
道
の
陽
を
発
し
伸
ば
し
、
地
道
の
陰

を
収
め
整
え
た
。
し
か
し
、
独
陽
は
生
ぜ
ず
、
独
陰
は
成
ら

な
い
。
故
に
必
ず
礼
が
備
わ
り
楽
が
和
し
、
両
者
が
並
び
行

わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
然
る
後
に
天
の
陽
・
地
の
陰

は
気
が
交
わ
り
、
形
が
和
し
、
た
ち
こ
め
た
気
が
通
じ
、
生

成
の
道
が
備
わ
り
、
万
物
で
そ
の
所
を
得
な
い
も
の
は
無
く

な（
る
）
102

。

　

丘
濬
は
、
聖
人
が
天
地
の
陰
陽
に
由
っ
て
作
っ
た
礼
楽
が
並
び

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
、
世
界
の
陰
陽
が
調
和
し
、
万
物
生
成
の

道
が
備
わ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
同
様
の
観
念
は
既
に
、『
礼

記
』「
楽
記
第
十
九
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

　

大
人
礼
楽
を
挙
ぐ
れ
ば
、
則
ち
天
地
将ま

さ

に
昭あ
き

ら
か
に
為
ら

ん
。
天
地
訢よ

ろ
こ

び
合
い
、
陰
陽
相
い
得
て
、
萬
物
を
煦く

嫗う

覆ふ
く

育い
く

す
。
然
る
後
に
草
木
茂
り
、
區こ
う

萌ぼ
う

達
し
、
羽
翼
奮
い
、
角か
く
か
く

生
じ
、
蟄ち
っ

蟲ち
ゅ
う

昭
蘇
し
、
羽
者
は
嫗う

伏ふ

し
、
毛
者
は
孕よ
う

鬻い
く

し
、

胎
生
の
者
は
殰や

ぶ

れ
ず
、
卵
生
の
者
は
さ

け
ず
、
則
ち
楽
之
道

の
帰
な
る
の（
み
）
103

。

　

す
な
わ
ち
大
人
（
天
子
）
が
礼
楽
に
よ
り
統
治
す
れ
ば
、
天
地

が
和
合
し
、
陰
陽
が
調
和
し
、
万
物
を
守
り
育
て
、
然
る
後
に
草

木
は
茂
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
は
み
な
順
調
に
生
き
る
。
こ
れ
は

楽
の
道
の
帰
結
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
対
し
、
元

代
の
朱
子
学
者
陳
澔こ

う

は
そ
の
著
作
『
礼
記
集
説
』
巻
七
で
、
大
人

が
礼
楽
を
挙
げ
る
と
い
う
の
は
、
聖
人
が
天
子
の
位
に
居
て
、
礼

楽
を
制
作
す
れ
ば
、
天
地
は
ま
さ
に
昭あ

き

ら
か
に
な
り
、
天
地
の
化

育
の
道
を
昭あ

き

ら
か
に
宣し

く
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
と
註
解
し
て

い（
る
）
104

。
因
み
に
、
陳
澔
の
『
礼
記
集
説
』
は
明
初
に
明
朝
に
よ
り
、

四
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科
挙
を
受
け
る
た
め
の
註
解
書
に
指
定
さ
れ
て
い（
た
）
105

。
こ
の
「
楽

記
第
十
九
」
と
陳
澔
の
註
解
を
受
け
て
、
丘
濬
は
『
大
学
衍
義

補
』
巻
三
十
六
「
総
論
礼
楽
之
道
」
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
註

解
す（
る
）
106

。

　

大
人
が
礼
楽
を
興
し
挙
げ
た
な
ら
ば
、
そ
の
働
き
は
天
地

の
陰
陽
の
化
に
至
り
、
気
が
化
し
て
形
を
も
っ
て
生
ま
れ
た

も
の
で
、
一
つ
と
し
て
そ
の
所
を
得
な
い
も
の
は
無
い
。
こ

の
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
ど
う
し
て
理
由
が
無
い
わ
け
が
あ

ろ
う
か
。
礼
で
そ
の
序
列
を
得
、
楽
で
そ
の
和
を
得
る
。
序

列
が
有
れ
ば
物
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
理
を
得
て
雑ま

ざ
ら
な
い
。

和
が
あ
れ
ば
、
物
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
性
に
順し

た
が

っ
て
悖も
と

ら
な

い
。
序
列
が
で
き
て
か
つ
和
す
れ
ば
、
上
に
極
を
建
て
る
者

（
天
子
）
は
そ
の
徳
が
有
り
、
下
で
処
理
す
る
者
は
そ
の
職

を
盡
す
。
山
川
の
鬼
神
で
安
ら
か
で
な
い
も
の
は
無
く
、

鳥
・
獣
・
魚
・
鼈べ

つ

（
す
っ
ぽ
ん
）
で
も
み
な
そ
う
で
あ
る
。

天
地
の
間
の
ど
れ
で
も
礼
楽
が
昭
ら
か
に
宣し

か
れ
た
働
き
で

な
い
も
の
は
な
い
。

　

丘
濬
の
こ
の
註
解
は
、
礼
楽
の
化
育
の
働
き
が
陰
陽
に
及
び
、

陰
陽
の
気
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
は
、
明
界
の
生
物
も
幽
界
の

鬼
神
も
全
て
そ
の
所
を
得
て
安
ら
か
に
な
る
と
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
中
の
「
山
川
の
鬼
神
で
安
ら
か
で
な
い
も
の
は
無
く
、
鳥
・

獣
・
魚
・
鼈
で
も
み
な
そ
う
で
あ
る
。」（
山
川
鬼
神
亦
莫
不
寧
、

暨
鳥
獣
魚
鼈
咸
若
矣
）
と
い
う
言
葉
は
、『
書
経
』
商
書
、「
伊
訓

第
四
」
の
中
で
、
殷
の
宰
相
伊
尹
が
夏
王
朝
の
良
き
君
主
の
政
治

が
天
災
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
、
と
讃
え
る
言
葉
で
あ（
る
）
107

。
こ
の
言

葉
を
『
尚
書
正
義
』
は
、
次
の
よ
う
に
註
解
し
て
い
る
。

　

山
川
の
鬼
神
も
亦
安
ん
ぜ
ざ
る
こ
と
な
し
、
と
は
鬼
神
が

人
君
の
政
治
に
安
ん
ず
る
。
政
治
が
善
け
れ
ば
、
神
は
こ
れ

に
安
ん
ず
る
。
神
が
こ
れ
に
安
ん
ず
れ
ば
、
人
君
に
福
を
降

し
、
妖よ

う

孽げ
つ

が
無
い
。
鳥
獣
亀
は
み
な
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
は
、

人
君
が
禽
魚
を
順

し
た
が
わ

せ
る
こ
と
を
謂
う
。
人
君
の
政
治
が
善
け

れ
ば
、
か
の
性
を
順
せ
、
こ
れ
を
取
る
。
夭
殺
す
る
時
は
な

い
。
鳥
獣
は
陸
に
在
り
、
魚
鼈
は
水
に
在
る
。
水
陸
が
生
む

所
の
微
細
な
も
の
は
、
人
君
が
政
治
を
す
れ
ば
、
み
な
順
う
。

そ
の
他
が
順
わ
な
い
こ
と
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ（
る
）
108

。

　

つ
ま
り
丘
濬
は
夏
王
朝
の
理
想
政
治
、
人
君
の
良
き
政
治
が
天

地
自
然
の
鬼
神
や
鳥
・
獣
・
魚
・
亀
・
鼈
な
ど
の
生
物
を
動
か
す

力
が
有
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
人
君
の
統
治
も
広
義
の
礼
楽
と

見
な
す
な
ら
ば
、
同
様
の
感
化
力
が
有
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
観
念
は
、
永
楽
十
六
年
（
一
四
一
八
）
五
月
初
一
日
の
戶
部

尚
書
夏
原
吉
等
ら
に
よ
る
『
太
祖
実
録
』
の
「
進
実
録（
表
）
109

」
に
も
、

次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

四
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〔
太
祖
は
〕
十
年
な
ら
ず
し
て
帝
業
を
成
し
、
天
下
を
統

一
し
、
人
倫
は
初
め
て
修
ま
っ
た
。
人
間
の
常
道
を
既
に
壊

れ
て
い
た
状
態
に
お
い
て
述
べ
、
中
華
の
風
が
正
し
き
に
復

し
、
礼
楽
を
重
ね
て
挙
げ
た
。
山
川
の
鬼
神
は
攸や

寧す

ん
ぜ
ざ

る
な
く
、
中
華
も
外
夷
も
率し

た
が

わ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

　
「
進
実
録
表
」
は
明
太
祖
が
人
倫
を
回
復
し
、
中
華
の
風
を
復

活
さ
せ
、
礼
楽
を
再
興
し
た
の
で
、
山
川
の
鬼
神
も
安
ん
ぜ
ら
れ

な
い
も
の
は
無
く
、
中
華
と
外
夷
も
従
わ
な
い
も
の
は
無
か
っ
た

と
称
賛
す
る
。
善
政
と
礼
楽
が
鬼
神
も
人
間
も
動
か
し
た
、
と
讃

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
宣
徳
三
年
（
一
四
二
八
）
二
月

の
宣
徳
帝
の
「
御
製
帝
訓
」
の（
序
）
110

は
、
文
治
に
よ
り
天
下
を
維
持

し
た
が
、
文
治
と
は
礼
楽
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

礼
楽
の
感
化
に
よ
り
、
父
は
父
、
子
は
子
、
君
は
君
、
臣
は
臣
と

い
っ
た
人
倫
が
守
ら
れ
、
人
々
が
無
事
暮
ら
す
。
そ
の
極
ま
り
に

お
い
て
は
、
天
と
地
の
位
置
が
定
ま
り
、
鬼
神
は
安
ん
じ
、
草
木

鳥
獣
が
み
な
そ
の
本
性
を
と
げ
、
国
家
や
天
下
に
異
な
っ
た
政
治

や
風
俗
が
無
い
。
こ
れ
は
礼
楽
の
化
で
あ
る
、
と
讃
美
し
て
い
る
。

同
様
に
『
宣
宗
実
錄
』
の
「
進
実
録（
表
）
111

」
も
宣
徳
帝
の
徳
を
讃
え
、

「
皇
帝
の
徳
化
は
明
ら
か
に
布
か
れ
、
礼
楽
は
明
ら
か
に
備
わ
っ

て
い
る
、
中
華
と
外
夷
で
従
わ
な
い
も
の
は
無
く
、
山
川
の
鬼
神

で
安
ら
か
で
な
い
も
の
が
無
い
よ
う
に
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て

い
る
。
明
朝
の
「
進
実
録
表
」
は
皇
帝
の
事
績
を
過
大
に
賛
美
す

る
言
葉
で
満
ち
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
、
皇
帝
の
統
治
に
お
い
て

礼
楽
と
政
治
が
渾
然
一
体
と
な
り
、
人
間
世
界
や
山
川
の
鬼
神
に

与
え
る
化
育
の
働
き
に
つ
い
て
の
観
念
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
皇
帝
が
礼
楽
を
制
定
し
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

山
川
の
鬼
神
、
鳥
獣
や
魚
鼈
も
安
ん
じ
、
中
華
も
外
夷
も
従
う
、

と
い
っ
た
基
本
観
念
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
祭
祀
と
統
治
の

諸
制
度
よ
り
な
る
礼
楽
が
聖
天
子
に
よ
り
、
天
理
の
表
れ
と
し
て
、

陰
陽
の
世
界
、
す
な
わ
ち
現
実
の
世
界
（
明
界
）
も
鬼
神
の
世
界

（
幽
界
）
も
動
か
す
働
き
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

ま
と
め

　

礼
楽
に
は
祭
祀
を
中
心
と
す
る
狭
義
の
礼
楽
は
も
と
よ
り
、
政

治
体
制
か
ら
個
人
に
至
る
広
義
の
礼
楽
を
含
む
、
幅
広
い
性
格
が

有
る
が
、
基
本
的
に
天
子
（
皇
帝
）
が
王
朝
の
統
治
を
遂
行
す
る

目
的
で
定
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
明
太
祖
は
建
国
以
前

か
ら
朱
子
学
系
統
の
儒
者
を
動
員
し
て
、
元
末
の
動
乱
に
よ
り
崩

れ
た
伝
統
的
秩
序
を
礼
楽
に
よ
り
復
活
さ
せ
、
そ
の
統
治
体
制
を

築
く
こ
と
に
努
め
、
建
国
後
に
多
数
の
礼
書
を
編
纂
し
、
礼
楽
制

度
の
確
立
と
運
用
の
準
拠
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
礼
書
か
ら
明
朝
の

四
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礼
楽
に
関
す
る
狭
義
と
広
義
の
基
本
的
観
念
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
狭
義
の
礼
楽
は
主
と
し
て
儀
礼
、
と
り
わ
け
国
家
祭
祀
で
あ

る
。
国
家
祭
祀
は
代
表
的
礼
書
『
大
明
集
礼
』
に
、
吉
礼
と
し
て

五
礼
の
首
に
置
か
れ
て
お
り
、
礼
と
楽
舞
が
一
体
と
な
っ
て
、

天
・
地
を
奉
じ
て
諸
鬼
神
を
祀
り
、「
感
応
」
を
お
こ
な
う
儀
礼

で
あ
る
。
礼
楽
の
起
源
が
こ
の
よ
う
な
祭
祀
儀
礼
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
明
朝
の
国
家
祭
祀
は
基
本
的
に
礼
楽
の
原
初
の
姿
を
残

し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
明
朝
の
国
家
祭
祀
の
鬼
神
の
多

く
は
国
に
功
績
が
有
り
、
民
に
恵
み
を
与
え
る
と
認
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
基
準
は
『
礼
記
』
の
「
祭
法
第
二
十
三
」
を
継

承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
第
二
章
で
指
摘
し
た
、

『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」
に
、
国
家
祭
祀
に
お
い
て
、
諸
鬼
神
に
関

連
づ
け
ら
れ
た
諸
々
の
政
令
を
下
す
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
こ
と

と
も
一
致
し
、
国
家
祭
祀
が
も
と
も
と
君
主
の
統
治
と
分
か
ち
が

た
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
小
島
祐
馬
氏
は
、

礼
楽
は
祭
祀
の
型
式
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
が
、
祭
祀
を
中
心
と

す
る
狭
義
の
礼
楽
が
広
義
の
礼
楽
に
拡
大
し
た
背
景
に
は
、
こ
の

国
家
祭
祀
そ
の
も
の
の
性
格
が
有
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
れ
に
加
わ
っ
た
の
が
、
鬼
神
祭
祀
と
天
道
・
陰
陽
の
観
念
の

結
合
で
あ
る
。『
易
経
』「
繋
辞
上
」
で
は
、
陰
陽
の
窺
い
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
働
き
を
神
と
表
現
し
た
。
こ
の
結
果
、
天
（
上

帝
）
が
天
道
に
、
鬼
神
が
陰
陽
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
陰
陽
と
神
の
観
念
の
混
合
は
礼
楽
の
観
念
に
影
響
し
、

『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」
は
礼
楽
を
、
聖
人
が
天
道
に
基
づ
き
、
陰

陽
に
か
た
ど
っ
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
天
道
論
や
世
界
生

成
論
の
枠
組
み
で
説
い
て
い
る
。
狭
義
の
礼
楽
の
祭
祀
儀
礼
で
は

天
子
が
天
・
地
・
宗
廟
・
諸
鬼
神
と
の
感
応
関
係
を
実
現
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
広
義
の
礼
楽
で
は
、
天
道
・
天
理
に
基
づ

き
陰
陽
の
世
界
を
治
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
観

念
の
変
遷
を
実
証
す
る
こ
と
は
本
稿
で
は
出
来
な
い
が
、
そ
の
後

の
宋
学
に
お
い
て
は
、
祭
祀
の
鬼
神
と
陰
陽
の
観
念
は
事
実
上
融

合
し
て
い
た
。
明
朝
で
正
統
儒
学
と
さ
れ
た
朱
子
学
は
、「
礼
運

第
九
」
な
ど
の
内
容
を
継
承
し
、
礼
楽
は
聖
人
・
天
子
が
天
地
・

自
然
・
陰
陽
に
基
づ
い
て
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
礼
は
序
列
、
楽

は
和
を
表
し
、
天
理
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
顕
示
し
た
も
の
で
あ

る
と
説
い
た
。
明
代
初
期
に
お
い
て
、
こ
の
広
義
の
礼
楽
を
基
礎

に
置
き
編
纂
さ
れ
た
官
制
書
が
『
諸
司
職
掌
』
で
あ
る
。『
諸
司

職
掌
』
は
『
大
明
集
礼
』
と
同
様
に
祭
祀
儀
礼
に
関
す
る
記
事
を

含
み
な
が
ら
も
、『
周
礼
』
の
流
れ
を
汲
み
、『
大
唐
六
典
』
に
連

な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。『
周
礼
』
は
聖
天
子

の
理
想
的
統
治
を
表
す
官
制
の
書
、
政
書
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

礼
書
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、『
諸
司
職
掌
』
も
同
様
で

四
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あ
る
。
明
朝
は
さ
ら
に
、『
諸
司
職
掌
』
を
も
と
に
、
他
の
官
文

書
を
加
え
、
正
徳
十
二
年
と
万
暦
十
五
年
に
『
大
明
会
典
』
を
編

纂
し
た
。
こ
の
二
つ
の
『
大
明
会
典
』
は
、
明
朝
の
官
制
の
総
覧

と
も
言
う
べ
き
内
容
を
備
え
て
い
る
が
、
広
義
の
礼
書
と
し
て
の

性
格
を
持
っ
て
い
た
。

　

で
は
、
王
朝
が
目
指
し
て
い
た
礼
楽
に
よ
る
統
治
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
狭
義
の
礼
楽
と
し
て
の
祭
祀
儀
礼
の
基
本
型

は
、
天
子
が
礼
と
楽
舞
に
よ
り
郊
祀
で
天
を
祀
り
、
さ
ら
に
天
子

が
天
を
奉
じ
て
、
天
よ
り
職
を
授
け
ら
れ
た
諸
神
す
な
わ
ち
百
神

に
祭
祀
で
働
き
か
け
、
感
応
・
感
通
を
通
し
て
従
わ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
鬼
神
が
感
応
す
る
と
、
気
候
に
示
さ
れ
る
世
界
の
循
環
は

良
く
な
り
、
農
業
を
始
め
と
す
る
生
産
活
動
は
順
調
に
な
り
、
天

子
（
皇
帝
）
の
統
治
の
助
け
と
な
る
と
の
観
念
が
あ
っ
た
。
だ
か

ら
天
子
は
百
神
の
主
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
後
、
陰
陽
が
鬼
神
と
融

合
し
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
祭
祀
の
感
応
は
陰
陽
に
も
適

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
礼
楽
は
天
子
に
よ
り
、
天
道
・
天
理

に
基
づ
き
、
陰
陽
に
か
た
ど
っ
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
、
陰
陽
の
気

で
形
成
さ
れ
た
世
界
の
全
て
の
存
在
に
働
き
か
け
、
調
和
さ
せ
る

と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
陰
陽
が
鬼
神
と
事
実
上
同
一
で
あ
れ
ば
、

広
義
の
礼
楽
も
鬼
神
に
働
き
か
け
る
も
の
に
な
る
。
従
っ
て
狭
義

と
広
義
の
礼
楽
は
と
も
に
天
道
・
天
理
に
基
づ
き
、
鬼
神
・
陰
陽

の
世
界
に
働
き
か
け
、
統
治
の
成
就
を
推
進
す
る
点
で
一
致
し
て

い
る
。
鬼
神
と
陰
陽
の
気
は
世
界
を
生
成
す
る
存
在
で
あ
り
、
こ

れ
を
統
御
す
る
の
が
礼
楽
の
本
質
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
在
る
の

が
祭
祀
の
感
応
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
鬼
神
と
融
合
し
た
陰
陽
の
感

応
と
い
う
観
念
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
学
で
も
、
礼
楽
は

感
応
に
よ
り
、
陰
陽
で
成
り
立
つ
明
界
と
幽
界
を
治
め
、
万
物
は

調
和
す
る
と
考
え
た
。

　

朱
子
学
を
正
統
と
す
る
明
朝
に
お
い
て
も
、「
進
実
録
表
」
や

丘
濬
の
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
理
を
具
現
化
し
た
礼
楽
は
、

陰
陽
の
感
応
に
よ
り
、
天
地
自
然
を
安
定
さ
せ
、
気
候
を
順
調
に

し
、
陰
陽
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
国
内
外
の
一
切
の
存
在
に
所
を
得

さ
し
め
、
鳥
獣
魚
鼈
、
山
川
の
鬼
神
も
安
ん
ず
る
力
を
有
し
て
い

る
と
説
か
れ
て
い
た
。
礼
楽
は
儀
礼
・
規
範
・
倫
理
・
序
列
・
和

合
な
ど
を
意
味
す
る
の
に
止
ま
ら
ず
、
世
界
の
全
て
の
存
在
を
化

育
す
る
感
化
力
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
観
念
が
有
っ
た
の
で
あ
る
。

明
初
に
礼
楽
の
策
定
に
関
わ
っ
た
宋
濂
は
、
天
子
は
民
を
治
め
る

ば
か
り
で
な
く
、
百
神
を
祀
り
、
陰
陽
が
自
然
に
働
く
よ
う
に
す

る
と
述
べ
て
い（
る
）
112

。
丘
濬
も
『
大
学
衍
義
補
』
巻
三
十
六
で
、
聖

人
の
礼
楽
は
天
地
の
陰
陽
と
流
通
し
て
、
始
め
は
陰
陽
に
の
っ
と

っ
て
礼
楽
を
作
り
、
最
後
に
は
礼
楽
に
よ
り
陰
陽
を
助
け
る
、
と

説
い
て
い（
る
）
113

。
従
っ
て
、
王
朝
の
天
子
が
礼
楽
を
定
め
官
制
を
定
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め
る
こ
と
は
、
気
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
現
界
・
幽
界
の
全
て
の

存
在
を
調
和
さ
せ
、
世
界
の
運
行
を
順
調
に
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
要
す
る
に
、
礼
楽
の
化
育
の
力
に
つ
い
て
の
観
念
は
、
祭

祀
儀
礼
と
そ
れ
か
ら
発
展
し
た
広
義
の
礼
楽
に
共
通
す
る
感
応
の

力
に
つ
い
て
の
観
念
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
明
朝

の
統
治
全
体
は
祭
祀
的
、
ひ
い
て
は
宗
教
的
基
礎
を
持
っ
て
い
る

と
言
え
る
。

　

礼
楽
の
理
想
型
と
な
っ
た
の
が
、
夏
殷
周
三
代
の
諸
天
子
の
統

治
で
あ
り
、
そ
れ
を
著
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
た
『
周
礼
』
で
あ

る
。
太
祖
を
始
め
と
す
る
明
朝
の
歴
代
皇
帝
と
儒
家
官
僚
は
、
そ

の
統
治
が
順
調
に
成
就
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
天
理
に
基

づ
い
た
と
さ
れ
る
『
周
礼
』
を
理
想
型
と
し
て
、『
諸
司
職
掌
』

と
二
つ
の
『
大
明
会
典
』
を
編
纂
し
た
。
こ
れ
ら
の
官
制
書
・
政

書
は
官
僚
の
職
務
遂
行
に
役
立
ち
、
現
実
の
統
治
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
朝
の
統
治
が
天
理
に
沿
っ
て
順
調
に
お

こ
な
わ
れ
る
と
い
う
、
観
念
的
で
は
あ
る
が
、
き
わ
め
て
政
治
的

な
目
的
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
士
大
夫
階
層

が
礼
楽
を
ど
の
よ
う
に
実
践
し
た
か
と
い
っ
た
、
倫
理
・
道
徳
・

規
範
を
始
め
と
す
る
個
別
具
体
的
諸
問
題
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ

な
か
っ
た
が
、
別
途
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
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註（１
）　

拙
稿
「
明
朝
の
国
家
祭
祀
の
構
造
」『
名
古
屋
大
学
・
東
洋
史

研
究
報
告
』
第
三
十
七
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
三
一
頁
～
五
八

頁
参
照
。

（
２
）　

拙
稿
「
明
朝
の
国
家
祭
祀
と
仏
教
・
道
教
・
諸
神
」『
東
洋
史

研
究
』
第
七
十
三
卷
第
一
号
、
二
〇
一
四
年
六
月
、
六
七
頁
～
九

八
頁
参
照
。

（
３
）　
『
礼
記
』「
祭
統
第
二
十
六
」

凡
治
人
之
道
。
莫
急
於
礼
。
礼
有
五
経
。
莫
重
於
祭
。

（
4
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
四
年
六
月
戊
申
の
条

（
５
）　

礼
に
つ
い
て
は
、
小
島
祐
馬
『
古
代
中
国
研
究
』（
平
凡
社
東

洋
文
庫
、
一
九
八
八
年
。
原
著
書
『
古
代
支
那
研
究
』
弘
文
堂
書

房
、
一
九
四
三
年
）「
中
国
古
代
の
祭
祀
と
礼
楽
」
三
五
頁
～
四
五

頁
、
溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
編
『
中
国
思
想
文
化　

事
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年　

七
月
）
二
三
〇
頁

～
二
三
八
頁
参
照
。

（
６
）　

前
掲（
５
）小
島
祐
馬
氏
著
書
参
照
。

（
７
）　

関
口
順
「
礼
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察
―
日
本
に
お
け
る
神

祇
祭
祀
と
対
比
し
て
―
」『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
六
集
、
二

〇
一
二
年
十
月
。

（
８
）　
『
太
祖
実
録
』
甲
辰
年
（
至
正
二
十
四
年
）
正
月
丙
寅
朔
の
条

（
９
）　
『
太
祖
実
録
』
甲
辰
年
（
至
正
二
十
四
年
）
五
月
丙
子
の
条

（
10
）　

帰
有
光
『
震
川
集
』
卷
九
「
狄
承
式
青
田
教
諭
序
」

浙
東
道
学
之
盛
、
蓋
自
宋
之
季
世
。
何
文
定
公
得
黄
勉
斎
之
伝
、

其
後
有
王
会
之
・
金
吉
父
・
許
益
之
、
世
称
為
婺
之
四
先
生
。

益
之
弟
子
為
黄
晋
卿
、
而
宋
景
濓
・
王
子
充
皆
出
晋
卿
之
門
。
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髙
皇
帝
初
定
建
康
、
青
田
劉
文
成
公
実
与
景
濓
及
麗
水
葉
景
淵
、

龍
泉
章
三
益
四
人
、
首
先
応
聘
而
至
。
当
是
時
、
居
礼
賢
館
、

日
与
宻
議
。
浙
東
儒
者
皆
在
。
蓋
国
家
興
礼
楽
、
定
制
度
、
建

学
養
士
、
科
挙
之
法
一
出
於
宋
儒
。
其
淵
源
之
所
自
如
此
。

帰
有
光
に
つ
い
て
は
『
明
史
』
卷
二
八
七
「
帰
有
光
伝
」
参
照
。

浙
東
士
大
夫
と
明
朝
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
根
幸
夫
「
朱
元

璋
集
団
と
地
主
階
級
」『
岩
波
講
座
・
世
界
の
歴
史
』
一
二
、
中
世

六
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
三
四
頁
～
三
七
頁
参
照
。

（
11
）　
『
太
祖
実
録
』
呉
元
年
五
月
己
亥
の
条
、
廖
道
南
『
殿
閣
詞
林

記
』
巻
四
、
院
学
「
翰
林
院
学
士
封
姑
孰
郡
公
陶
安
」
参
照
。　

（
12
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
元
年
正
月
戊
寅
の
条

自
旧
內
遷
新
宮
。
上
諭
中
書
省
臣
曰
、
成
周
之
時
、
治
掌
於
冢

宰
、
教
掌
於
司
徒
、
礼
掌
於
宗
伯
、
政
掌
於
司
馬
、
刑
掌
於
司

寇
、
工
掌
於
司
空
。
故
天
子
総
六
官
、
六
官
総
百
執
、
事
大
小

相
維
、
各
有
攸
属
。
是
以
事
簡
而
政
不
紊
、
故
治
。

（
13
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
元
年
二
月
壬
寅
朔
の
条

（
14
）　

同
右
。

（
15
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
元
年
八
月
丁
丑
の
条

（
16
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
年
八
月
庚
寅
の
条

（
17
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
三
年
九
月
乙
卯
の
条

（
18
）　

胡
広
等
『
礼
記
大
全
』
卷
九
、
礼
運
第
九

厳
陵
方
氏
曰
、
礼
之
始
也
則
自
天
子
出
、
礼
之
終
也
則
与
民
由

之
。
与
民
由
之
、
然
後
礼
達
、
而
分
定
。
故
先
王
患
礼
之
不
達

於
下
、
則
必
有
以
為
之
教
者
。
然
教
必
以
祭
祀
為
主
者
、
以
神

道
設
之
、
使
民
知
畏
敬
故
也
。

（
19
）　

丘
濬
『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
五

臣
按
、
先
儒
有
言
、
礼
之
始
也
則
自
天
子
出
。
礼
之
終
也
則
与

民
由
之
。
与
民
由
之
、
然
後
礼
達
、
而
分
定
。
故
先
王
患
礼
之

不
達
於
下
、
則
必
有
以
為
之
教
者
。
然
教
必
以
祭
祀
為
主
者
、

以
神
道
設
之
、
使
民
知
畏
敬
故
也
。
由
是
観
之
、
則
聖
人
制
為

祭
祀
之
礼
者
、
非
但
以
致
吾
之
誠
報
神
之
徳
而
已
也
、
而
実
因

之
以
設
民
之
教
、
使
咸
安
其
分
、
盡
其
職
、
以
報
乎
上
焉
。

（
20
）　

明
朝
の
国
家
祭
祀
に
つ
い
て
は
前
掲
註（
1
）拙
稿
参
照
。

（
21
）　
『
明
実
録
』
洪
武
四
年
三
月
庚
子
の
条　

上
命
皇
太
子
観
元
史
世
祖
時
事
、
告
之
曰
、
世
祖
雖
能
立
国
、

而
制
度
甚
疏
闊
、
礼
楽
無
聞
。
故
政
事
不
及
漢
唐
、
况
能
復
古

乎
。

（
22
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
五
年
四
月
戊
戌
の
条

詔
天
下
挙
行
鄉
飲
酒
礼
。
上
以
海
內
晏
安
、
思
化
民
俗
、
以
復

于
古
、
乃
詔
有
司
挙
行
鄉
飲
。
於
是
礼
部
奏
取
儀
礼
及
唐
宋
之

制
、
又
采
周
官
属
民
読
法
之
旨
、
參
定
其
儀
。
在
內
応
天
府
及

直
隸
府
州
県
、
每
歲
孟
春
正
月
・
孟
冬
十
月
、
有
司
与
学
官
率

士
大
夫
之
老
者
、
行
之
於
学
校
。
在
外
行
省
所
属
府
州
県
亦
皆

取
法
于
京
師
。
其
民
間
里
社
以
百
家
為
一
会
。
糧
長
或
里
長
主

之
。
百
人
內
以
年
最
長
者
為
正
賓
、
餘
以
歯
序
坐
。
每
季
行
之

於
里
中
。
大
率
皆
本
於
正
歯
位
之
說
、
而
賔
興
賢
能
、
春
秋
習

射
、
亦
可
通
行
焉
。
所
用
酒
肴
毋
致
奢
靡
。

（
23
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
十
八
年
冬
十
月
己
丑
朔
の
条

自
即
位
以
来
制
礼
楽
、
定
法
制
、
改
衣
冠
、
別
章
服
、
正
綱
常
、

明
上
下
、
盡
復
先
王
之
旧
、
使
民
曉
然
知
有
礼
義
、
莫
敢
犯
分

而
撓
法
。

（
24
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
六
年
三
月
庚
午
の
条
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（
25
）　
『
太
祖
実
録
』
乙
巳
年
（
至
正
二
十
五
年
）
九
月
丙
辰
の
条
、

呉
元
年
十
月
丙
午
の
条
。
な
お
、
許
存
仁
に
つ
い
て
は
、『
明
史
』

巻
一
三
七
「
許
存
仁
伝
」
参
照
。

（
26
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
年
六
月
丁
卯
の
条　

上
諭
国
子
学
官
曰
、
治
天
下
以
人
材
為
本
。
人
材
以
教
導
為
先
。

今
太
学
之
教
、
本
之
徳
行
、
文
以
六
藝
者
、
遵
古
制
也
。

（
27
）　
『
周
礼
』「
地
官
司
徒
第
二
」

以
鄉
三
物
教
万
民
而
賓
興
之
。
一
曰
六
徳
、
知
・
仁
・
聖
・

義
・
忠
・
和
。
二
曰
六
行
、
孝
・
友
・
睦
・
婣
・
任
・
恤
。
三

曰
六
藝
、
礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
［
疏
］
以
鄉
至
書
数

『
周
礼
注
疏
』
卷
十
四

而
養
国
子
以
道
、
乃
教
之
六
藝
。
一
曰
五
礼
。
二
曰
六
楽
。
三

曰
五
射
。
四
曰
五
馭
。
五
曰
六
書
。
六
曰
九
数
。
…
…
五
礼
、

吉
・
凶
・
賓
・
軍
・
嘉
也
。
六
楽
、
雲
門
・
大
咸
・
大
韶
・
大

夏
・
大
濩
・
大
武
也
。

（
28
）　
『
周
礼
』「
春
官
宗
伯
第
三
」
大
司
楽

（
29
）　
『
大
明
集
礼
』
卷
五
十
、
楽
舞

按
周
礼
大
司
楽
、
以
楽
舞
教
国
子
。
舞
雲
門
大
卷
・
大
咸
・
大

韶
・
大
夏
・
大
濩
・
大
武
。
舞
雲
門
以
祀
天
神
。
舞
咸
池
以
祭

地
祗
。
舞
大
韶
以
祀
四
望
。
舞
大
夏
以
祭
山
川
。
舞
大
濩
以
享

先
妣
。
舞
大
武
以
享
先
祖
。
此
六
代
之
楽
舞
也
。
内
則
、
十
三

舞
勺
。
成
童
舞
象
。
乃
周
公
所
作
之
楽
舞
也
。
帗
舞
、
羽
舞
、

皇
舞
、
旄
舞
、
干
舞
、
人
舞
、
乃
周
礼
教
国
子
之
六
舞
也
。
三

代
而
下
…
…
国
朝
、
平
定
天
下
。
凡
郊
祀
・
社
稷
・
先
農
・
太

廟
、
皆
奏
武
功
之
舞
・
文
徳
之
舞
。
所
以
象
成
名
徳
而
兼
俻
文

武
者
也
。

（
30
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
年
十
月
辛
卯
の
条

命
郡
県
立
学
校
。
詔
曰
、
古
昔
帝
王
育
人
材
、
正
風
俗
、
莫
先

於
学
校
。
自
胡
元
入
主
中
国
、
夷
狄
腥
膻
、
污
染
華
夏
。
学
校

廃
弛
、
人
紀
蕩
然
。
加
以
兵
乱
以
来
、
人
習
闘
争
、
鮮
知
礼
義
。

今
朕
一
統
天
下
、
復
我
中
国
先
王
之
治
。
宜
大
振
華
風
、
以
興

治
教
。
今
雖
內
設
国
子
監
、
恐
不
足
以
盡
延
天
下
之
俊
秀
。
其

令
天
下
郡
県
、
並
建
学
校
、
以
作
養
士
類
。
…
…
学
者
專
治
一

経
、
以
礼
楽
射
御
書
数
、
設
科
分
教
。
務
求
実
才
、
頑
不
率
者

黜
之
。

（
31
）　
（
明
嘉
靖
二
年
序
刊
）『
湖
広
図
経
志
書
』
卷
一
「
国
初
学
制
」

（
32
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
三
年
五
月
丁
未
の
条

詔
行
大
射
礼
。
初
上
以
先
王
射
礼
久
廃
、
弧
矢
之
事
專
習
於
武

夫
、
而
文
士
多
未
觧
。
至
是
、
詔
太
学
生
及
群（
郡
）県
学
生
員
、

皆
令
習
射
。
凡
遇
郊
廟
之
祭
、
先
期
命
文
武
官
、
執
事
行
大
射

之
礼
。
乃
命
工
部
制
虎
中
・
鹿
中
及
諸
侯
・
卿
・
大
夫
射
侯
等

器
。
命
礼
部
定
其
儀
、
斟
酌
古
今
、
煩
簡
適
中
。

（
33
）　
『
湖
広
図
経
志
書
』
卷
一
「
礼
射
書
数
教
条
」、『
太
祖
実
録
』

洪
武
二
十
五
年
二
年
甲
子
の
条
。

（
34
）　
『
礼
記
』「
射
儀
第
四
十
六
」

是
故
古
者
天
子
之
制
、
諸
侯
歲
献
貢
士
於
天
子
。
天
子
試
之
於

射
宮
。
其
容
体
比
於
礼
、
其
節
比
於
楽
、
而
中
多
者
、
得
与
於

祭
。
其
容
体
不
比
於
礼
、
其
節
不
比
於
楽
、
而
中
少
者
、
不
得

与
於
祭
。
数
与
於
祭
而
君
有
慶
。
数
不
与
於
祭
而
君
有
譲
。
数

有
慶
而
益
地
。
数
有
譲
而
削
地
。
故
曰
、
射
者
、
射
為
諸
侯
也
。

是
以
諸
侯
君
臣
盡
志
於
射
、
以
習
礼
楽
。
夫
君
臣
習
礼
楽
而
以

流
亡
者
、
未
之
有
也
。
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（
35
）　
『
太
祖
実
録
』
呉
元
年
三
月
丁
酉
の
条　

下
令
設
文
武
科
取
士
。
令
曰
、
蓋
聞
、
上
世
帝
王
創
業
之
際
、

用
武
以
安
天
下
、
守
成
之
時
講
武
、
以
威
天
下
。
至
於
経
綸
撫

治
、
則
在
文
臣
。
二
者
不
可
偏
用
也
。
古
者
、
人
生
八
歲
、
学

礼
楽
射
御
書
数
之
文
。
十
五
学
脩
身
・
斎
家
・
治
国
・
平
天
下

之
道
。
是
以
周
官
選
挙
之
制
、
曰
六
徳
・
六
行
・
六
藝
、
文
武

兼
用
、
賢
能
並
挙
。
此
三
代
治
化
所
以
盛
隆
也
。
茲
欲
上
稽
古

制
、
設
文
武
二
科
以
広
求
天
下
之
賢
。
其
応
文
挙
者
、
察
其
言

行
、
以
観
其
徳
。
考
之
経
術
、
以
観
其
業
。
試
之
書
・
算
・

騎
・
射
、
以
観
其
能
。
策
以
経
・
史
・
時
務
、
以
観
其
政
事
。

（
36
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
三
年
五
月
己
亥
の
条

詔
設
科
取
士
。
詔
曰
、
朕
聞
成
周
之
制
取
才
於
貢
士
。
故
賢
者

在
職
、
而
其
民
有
士
君
子
之
行
。
是
以
風
淳
俗
羙
、
国
易
為
治
、

而
教
化
彰
顕
也
。
漢
唐
及
宋
科
挙
取
士
各
有
定
制
。
然
但
貴
詞

章
之
学
而
不
求
徳
〔
六
〕
藝
之
全
。
前
元
依
古
設
科
、
待
士
甚

優
、
而
権
豪
勢
要
之
官
每
納
奔
競
之
人
、
夤
緣
阿
附
、
輙
竊
仕

祿
。
所
得
資
品
或
居
貢
士
之
上
。
其
懐
材
抱
道
之
賢
恥
与
並
進
、

甘
隱
山
林
、
而
不
起
。
風
俗
之
弊
一
至
於
此
。
今
朕
統
一
華
夷
、

方
与
斯
民
共
享
昇
平
之
治
。
所
慮
官
非
其
人
、
有
殃
吾
民
。
願

得
賢
人
君
子
、
而
用
之
。
自
今
年
八
月
為
始
、
特
設
科
挙
以
起

懷
才
抱
道
之
士
、
務
在
経
明
行
修
、
愽
通
古
今
、
文
質
得
中
、

名
実
相
称
。
其
中
選
者
、
朕
将
親
策
于
庭
、
観
其
学
識
、
第
其

高
下
、
而
任
之
以
官
。
果
有
才
学
出
衆
者
、
待
以
顕
擢
、
使
中

外
文
臣
皆
由
科
挙
而
選
、
非
科
挙
者
毋
得
与
官
。
彼
遊
食
奔
競

之
徒
、
自
然
易
行
。
於
戲
設
科
取
士
、
期
必
得
于
全
材
、
任
官

惟
賢
、
庶
可
成
於
治
道
、
咨
爾
有
衆
体
予
至
懷
。

『
太
祖
実
録
』
で
は
「
徳
藝
」
と
し
て
い
る
が
、『
皇
明
詔
令
』

卷
一
「
初
設
科
挙
条
格
詔
」
と
『
湖
広
図
経
志
書
』
卷
一
「
開
科

挙
詔
」、
王
禕
『
王
忠
文
集
』
卷
十
二
「
開
科
挙
詔
」
は
、
と
も
に

「
六
藝
」
と
し
て
い
る
。「
六
藝
」
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

（
37
）　

王
禕
『
王
忠
文
集
』
卷
十
二
「
開
科
挙
詔
」
は
『
太
祖
実
録
』

所
載
の
「
開
科
挙
詔
」
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

（
38
）　
『
皇
明
詔
令
』
卷
一
「
初
設
科
挙
条
格
詔
」

（
39
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
六
年
二
月
乙
未
の
条

（
40
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
十
五
年
八
月
丁
丑
の
条

（
41
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
十
七
年
三
月
戊
戌
の
条

（
42
）　

許
謙
『
白
雲
集
』
卷
四
「
学
校
論
」
乙
已　

（
43
）　

前
掲
註（
５
）小
島
祐
馬
著
書
三
六
頁
～
三
九
頁
。

（
44
）　
『
礼
記
』「
楽
記
第
十
九
」

礼
節
民
心
。
楽
和
民
声
。
政
以
行
之
。
刑
以
防
之
。
礼
楽
刑
政
、

四
達
而
不
悖
、
則
王
道
備
矣
。

（
45
）　

前
掲
註（
４
）『
太
祖
実
録
』
洪
武
四
年
六
月
戊
申
の
条

（
46
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
十
七
年
六
月
庚
午
の
条

（
47
）　
『
太
宗
実
録
』
永
楽
九
年
三
月
辛
酉
朔
の
条

（
48
）　
『
礼
部
志
稿
』
纂
志
凡
例
、
一
遡
初
制

（
49
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
元
年
十
月
丙
子
の
条

命
中
書
省
下
郡
県
、
訪
求
応
祀
神
祇
・
名
山
・
大
川
・
聖
帝
・

明
王
・
忠
臣
・
烈
士
、
凡
有
功
於
国
家
、
及
惠
愛
在
民
者
、
具

實
以
聞
、
著
於
祀
典
、
令
有
司
歲
時
致
祭
。

（
50
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
年
正
月
辛
丑
の
条

命
天
下
、
凡
祀
典
神
祇
、
有
司
依
時
致
祭
。
其
不
在
祀
典
、
而

常
有
功
徳
於
民
、
事
蹟
昭
著
者
、
雖
不
致
祭
其
祠
宇
、
禁
人
撤
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（
51
）　
『
明
実
録
』
洪
武
三
年
六
月
癸
亥
の
条

夫
嶽
鎮
海
瀆
皆
高
山
廣
水
、
自
天
地
開
闢
以
至
于
今
。
英
霊
之

気
萃
而
為
神
、
必
皆
受
命
于
上
帝
、
幽
微
莫
測
。
…
…
天
下
神

祠
無
功
于
民
、
不
応
祀
典
者
、
即
淫
祠
也
。
有
司
無
得
致
祭
。

（
52
）　

前
掲
註（
２
）の
拙
稿
参
照
。

（
53
）　
『
礼
記
』「
祭
法
第
二
十
三
」

夫
聖
王
之
制
祭
祀
也
、
法
施
於
民
則
祀
之
。
以
死
勤
事
則
祀
之
。

以
勞
定
国
則
祀
之
。
能
禦
大
菑
則
祀
之
。
能
捍
大
患
則
祀
之
。

是
故
厲
山
氏
之
有
天
下
也
、
其
子
曰
農
、
能
殖
百
穀
。
夏
之
衰

也
、
周
弃
繼
之
、
故
祀
以
為
稷
。
共
工
氏
之
霸
九
州
也
、
其
子

曰
后
土
、
能
平
九
州
、
故
祀
以
為
社
。
帝
嚳
能
序
星
辰
以
著
衆
。

堯
能
賞
均
刑
法
以
義
終
。
舜
勤
衆
事
而
野
死
。
鯀
鄣
鴻
水
而
殛

死
。
禹
能
脩
鯀
之
功
。
黃
帝
正
名
百
物
、
以
明
民
共
財
。
顓
頊

能
脩
之
。
契
為
司
徒
而
民
成
。
冥
勤
其
官
而
水
死
。
湯
以
寬
治

民
而
除
其
虐
。
文
王
以
文
治
、
武
王
以
武
功
去
民
之
菑
。
此
皆

有
功
烈
於
民
者
也
。
及
夫
日
月
星
辰
民
所
瞻
仰
也
。
山
林
川
谷

丘
陵
民
所
取
財
用
也
。
非
此
族
也
不
在
祀
典
。

（
54
）　
『
大
明
集
礼
』
巻
十
五
、
祀
典
神
祇
、
摠
叙

按
祭
法
曰
。
聖
王
之
制
祭
祀
也
、
法
施
於
民
則
祀
之
。
以
死
勤

事
則
祀
之
。
以
勞
定
国
則
祀
之
。
能
禦
大
灾
則
祀
之
。
能
捍
大

患
則
祀
之
。
是
皆
有
功
烈
於
民
者
也
。
及
夫
日
月
星
辰
、
民
所

瞻
仰
。
山
林
川
谷
丘
陵
、
民
所
取
財
用
。
非
此
族
也
、
不
在
祀

典
。
歷
代
以
来
、
凡
聖
帝
・
明
王
・
忠
臣
・
烈
士
与
夫
嶽
鎮
海

瀆
・
天
下
山
川
、
可
以
立
名
節
、
禦
灾
患
、
而
有
功
於
人
者
、

莫
不
載
之
祀
典
。

（
55
）　
『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」

是
故
礼
者
君
之
大
柄
也
。
…
…
故
政
者
。
君
之
所
以
蔵
身
也
。

是
故
夫
政
必
本
於
天
。
殽
以
降
命
。
命
降
于
社
、
之
謂
殽
地
。

降
于
祖
廟
、
之
謂
仁
義
。
降
於
山
川
、
之
謂
興
作
。
降
於
五
祀
、

之
謂
制
度
。
此
聖
人
所
以
蔵
身
之
固
也
。

（
56
）　
『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」

故
礼
行
於
郊
、
而
百
神
受
職
焉
。
礼
行
於
社
、
而
百
貨
可
極
焉
。

礼
行
於
祖
廟
、
而
孝
慈
服
焉
。
礼
行
於
五
祀
、
而
正
法
則
焉
。

故
自
郊
社
・
祖
廟
・
山
川
・
五
祀
、
義
之
脩
而
礼
之
蔵
也
。

（
57
）　
『
礼
記
』「
祭
法
第
二
十
三
」

山
林
川
谷
丘
陵
能
出
雲
、
為
風
雨
、
見
怪
物
、
皆
曰
神
。
有
天

下
者
祭
百
神
。
諸
侯
在
其
地
則
祭
之
。
亡
其
地
則
不
祭
。

（
58
）　
『
毛
詩
注
疏
』
巻
十
七
「
大
雅
」

爾
土
宇
昄
章
。
亦
孔
之
厚
矣
。
豈
弟
君
子
。
俾
爾
彌
爾
性
。
百

神
爾
主
矣
。
…
…
正
義
曰
、
祭
法
云
、
有
天
下
者
祭
百
神
。
則

為
天
子
者
固
自
為
百
神
主
矣
。
今
言
百
神
爾
主
、
謂
神
意
以
之

為
主
、
不
欲
使
他
人
主
之
、
故
謂
之
羣
神
受
饗
而
祐
助
之
。

（
59
）　
『
毛
詩
』「
周
頌
」

時
邁
其
邦
、
昊
天
其
子
之
、
實
右
序
有
周
。
薄
言
震
之
、
莫
不

震
疊
、
懷
柔
百
神
、
及
河
喬
嶽
、
允
王
維
后
。

（
60
）　
『
明
実
録
』
宣
徳
十
年
正
月
己
卯
、
弘
治
四
年
十
月
丙
辰
、
正

徳
元
年
十
一
月
丁
酉
の
各
条
参
照
。

（
61
）　

前
掲
註（
51
）『
明
実
録
』
洪
武
三
年
六
月
癸
亥
の
条
参
照
。

（
62
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
三
年
九
月
戊
子
の
条

京
師
城
隍
廟
成
。
…
…
上
親
為
文
以
告
之
曰
…
…
惟
京
都
城
隍

乃
天
下
都
会
之
神
、
而
閭
巷
軍
民
私
竊
禱
祈
、
不
由
典
礼
、
瀆
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玩
滋
甚
。
朕
深
悪
之
。
故
嘗
更
去
旧
号
、
俾
稱
其
實
、
去
邪
導

正
、
使
諸
神
聴
命
於
天
、
而
衆
鬼
神
聴
命
於
神
、
庶
天
神
権
綱

之
不
紊
也
。

（
63
）　
『
万
暦
会
典
』
巻
八
十
一
、
郊
祀
一
、
に
明
朝
は
洪
武
二
年
に

太
祖
の
父
、
仁
祖
を
天
に
配
享
し
、
洪
武
三
十
二
年
に
太
祖
を
天

地
に
配
享
し
た
と
あ
る
。

（
64
）　
『
礼
記
』「
曲
礼
下
第
二
」

天
子
祭
天
地
、
祭
四
方
、
祭
山
川
、
祭
五
祀
、
歲
徧
。
諸
侯
方

祀
、
祭
山
川
、
祭
五
祀
、
歲
徧
。
大
夫
祭
五
祀
、
歲
徧
。
士
祭

其
先
。

（
65
）　

燎
祭
と
は
、
祭
祀
の
最
後
の
段
階
で
、
玉
帛
や
犠
牲
を
柴
の
上

に
置
き
、
焼
い
て
天
を
祀
る
儀
式
。

（
66
）　
『
太
祖
実
録
』
丙
午
年
（
至
正
二
十
六
年
）
二
月
庚
辰
の
条

置
雅
楽
供
郊
社
之
祭
。

『
大
明
集
礼
』
巻
四
十
九
、
楽
。『
明
史
』
巻
六
十
一
、
楽
一
。

（
67
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
十
三
年
五
月
辛
亥
の
条

上
諭
礼
部
臣
曰
、
楽
舞
者
所
以
享
天
・
地
・
祖
宗
而
致
感
格
之

道
也
。
凡
楽
舞
生
必
慎
択
其
人
。
若
有
過
及
疾
病
者
放
帰
為
民
。

諸
在
王
府
者
亦
然
。

（
68
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
十
七
年
六
月
辛
巳
の
条

命
礼
部
、
製
大
成
楽
器
、
以
頒
天
下
儒
学
。
勅
曰
、
天
下
学
校

通
祀
先
師
孔
子
、
而
楽
器
未
備
、
無
以
昭
其
声
、
客
感
乎
神
明
。

実
典
礼
之
缺
也
。
爾
礼
部
其
同
工
部
、
命
暁
音
律
之
人
、
集
工

製
之
。
然
礼
楽
国
之
盛
典
、
必
貴
恊
和
。
毋
図
速
成
有
乖
製
作
。

（
69
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
十
七
年
六
月
甲
午
の
条

上
諭
礼
部
臣
曰
、
近
命
製
大
成
楽
器
、
将
以
頒
天
下
学
校
、
俾

諸
生
習
之
、
以
祀
孔
子
。
朕
思
、
古
人
之
楽
、
所
以
防
民
欲
、

後
世
之
楽
、
所
以
縦
民
欲
。
其
故
何
也
。
古
楽
之
詩
章
和
而
正
、

後
世
之
歌
詞
滛
以
夸
。
古
之
律
呂
、
恊
天
地
自
然
之
気
、
後
之

律
呂
、
出
人
為
智
巧
之
私
。
天
時
与
地
気
不
審
、
人
声
与
楽
音

不
比
。
故
雖
以
古
之
詩
章
、
用
古
之
器
数
、
亦
乖
戾
而
不
合
、

陵
犯
而
不
倫
矣
。
手
撃
之
而
不
得
於
心
、
口
歌
之
而
非
出
於
志
。

人
与
楽
判
然
為
二
、
而
欲
以
格
天
地
、
感
鬼
神
、
豈
不
難
哉
。

然
其
流
已
久
、
救
之
甚
難
。
卿
等
宜
究
心
于
此
、
俾
楽
成
而
頒

之
、
諸
生
得
以
肄
習
。
庶
幾
可
以
復
古
人
之
意
。

（
70
）　
『
英
宗
実
録
』
景
泰
七
年
八
月
乙
巳
の
条

襲
封
衍
聖
公
孔
弘
緒
奏
、
宣
聖
廟
自
洪
武
七
年
欽
選
楽
舞
生
一

百
二
十
八
人
以
備
祭
享
。
後
有
事
故
応
用
不
敷
。
…
…
臣
思
、

楽
舞
之
設
、
所
以
格
幽
享
神
。
苟
或
有
缺
、
則
大
成
之
楽
不
能

全
設
、
有
負
聖
朝
崇
重
之
意
。
乞
将
革
去
楽
舞
去
、
仍
留
在
廟
。

従
之
。

（
71
）　
『
世
宗
実
録
』
嘉
靖
十
二
年
五
月
丙
辰
の
条

礼
部
尚
書
夏
言
等
言
、
按
古
者
、
大
雩
之
祀
、
命
楽
正
習
盛
楽
、

舞
皇
舞
。
蓋
仮
声
容
之
和
以
宣
暢
陰
陽
之
気
、
雨
必
陰
陽
和
而

始
降
者
也
。
然
上
世
之
礼
無
考
、
而
後
代
之
制
不
同
。
臣
等
參

酌
古
今
為
之
会
通
、
一
切
奠
献
楽
歌
具
如
常
儀
。

（
72
）　
『
世
宗
実
録
』
嘉
靖
十
七
年
四
月
癸
亥
の
条

礼
部
言
、
古
者
龍
見
而
雩
、
与
啟
蟄
而
郊
之
意
同
、
宜
用
盛
楽
。

通
典
曰
、
榮
于
南
郊
之
旁
、
命
楽
正
習
盛
楽
、
舞
星
舞
。
蓋
楽

舞
者
所
以
振
蕩
声
容
、
宣
暢
和
気
、
詔
告
天
地
、
感
通
神
明
、

冀
陰
陽
和
、
而
雨
沢
降
也
。

（
73
）　
『
嘉
靖
祀
典
考
』
巻
三
「
雩
壇
礼
儀
楽
舞
」
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臣
等
謹
按
、
古
者
大
雩
之
祀
、
命
楽
正
習
盛
楽
、
舞
皇
舞
。
夫

凡
祭
非
不
用
楽
也
。
独
雩
祀
用
盛
楽
。
凡
楽
必
備
歌
工
・
舞
士
、

独
雩
祀
舞
。
蓋
楽
舞
無
非
仮
声
容
之
和
、
以
宣
暢
隂
陽
之
気
、

詔
告
天
地
之
間
、
以
逹
神
明
之
情
耳
。
而
雨
者
乃
天
地
之
施
、

必
隂
陽
和
而
始
降
也
。
此
神
理
通
感
、
不
過
如
此
。

（
74
）　
『
四
書
大
全
』
卷
一
「
論
語
集
註
大
全
」

有
子
曰
礼
之
用
和
為
貴
、
先
王
之
道
斯
為
美
、
小
大
由
之
。
礼

者
天
理
之
節
文
、
人
事
之
儀
則
也
。
朱
子
曰
、
節
者
等
級
也
、

文
者
不
直
截
而
回
互
之
貌
。
是
裝
裹
得
好
。
如
升
降
・
揖
遜
、

天
下
有
当
然
之
理
。
但
此
理
無
形
影
、
故
作
此
礼
文
、
畫
出
一

箇
天
理
与
人
看
、
使
有
規
矩
可
以
慿
據
、
故
謂
之
天
理
之
節
文
。

（
75
）　
『
朱
子
語
類
』
卷
四
十
二
、
論
語
二
十
四

所
以
礼
謂
之
天
理
之
節
文
者
、
蓋
天
下
皆
有
当
然
之
理
。
今
復

礼
便
是
天
理
。
但
此
理
無
形
無
影
、
故
作
此
理
文
、
畫
出
一
箇

天
理
、
与
人
看
。
教
有
規
矩
、
可
以
慿
拠
、
故
謂
之
天
理
之
節

文
。
有
君
臣
便
有
事
君
底
節
文
、
有
父
子
便
有
事
父
底
節
文
。

夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
、
莫
不
皆
然
。
其
実
皆
天
理
也
。

（
76
）　
『
朱
子
語
類
』
卷
八
十
七
、
礼
四
、
楽
記

楽
由
天
作
、
属
陽
、
故
有
運
動
底
意
。
礼
以
地
制
、
如
由
地
出
、

不
可
移
易
。

（
77
）　
『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」

孔
子
曰
、
夫
礼
、
先
王
以
承
天
之
道
、
以
治
人
之
情
。
故
失
之

者
死
、
得
之
者
生
。
…
…
是
故
夫
礼
、
必
本
於
天
、
殽
於
地
、

列
於
鬼
神
、
達
於
喪
・
祭
・
射
・
御
・
冠
・
昏
・
朝
聘
。
故
聖

人
以
礼
示
之
。
故
天
下
国
家
可
得
而
正
也
。

（
78
）　
『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」

是
故
礼
者
君
之
大
柄
也
、
所
以
別
嫌
明
微
、
儐
鬼
神
、
考
制
度
、

別
仁
義
。
所
以
治
政
安
君
也
。

（
79
）　
『
礼
記
』「
郊
特
牲
第
十
一
」

楽
由
陽
来
者
也
。
礼
由
陰
作
者
也
。
陰
陽
和
而
万
物
得
。

（
80
）　
『
礼
記
』「
楽
記
第
十
九
」

楽
者
、
天
地
之
和
也
。
礼
者
、
天
地
之
序
也
。
和
故
百
物
皆
化
。

序
故
羣
物
皆
別
。

（
81
）　
『
易
経
』「
繋
辞
上
」

一
陰
一
陽
之
謂
道
。
継
之
者
善
也
。
成
之
者
性
也
。
仁
者
見
之

謂
之
仁
。
知
者
見
之
謂
之
知
。
百
姓
日
用
而
不
知
。
故
君
子
之

道
鮮
矣
。
顕
諸
仁
。
蔵
諸
用
。
鼓
万
物
而
不
与
聖
人
同
憂
。
盛

徳
大
業
。
至
矣
哉
。
富
有
之
謂
大
業
。
日
新
之
謂
盛
徳
。
生
生

之
謂
易
。
成
象
之
謂
乾
。
效
法
之
為
坤
。
極
数
知
来
之
謂
占
。

通
変
之
謂
事
。
陰
陽
不
測
之
謂
神
。

（
82
）　
『
十
三
経
注
疏
』『
周
易
兼
義
』
巻
第
七

（
83
）　
『
張
氏
全
書
』
卷
二
、
正
蒙

鬼
神
者
二
気
之
良
能
也
。
聖
者
至
誠
得
天
之
謂
。
神
者
太
虚
妙

応
之
目
。
凡
天
地
法
象
皆
神
化
之
糟
粕
爾
。
朱
子
曰
、
伊
川
謂

鬼
神
者
造
化
之
迹
、
却
不
如
横
渠
所
謂
二
気
之
良
能
。
蓋
程
説

固
好
、
但
只
渾
淪
。
在
這
裏
張
説
分
明
、
便
見
有
個
隂
陽
在
。

問
、
良
能
之
義
。
曰
、
只
是
二
気
之
自
然
者
爾
。
屈
伸
往
来
是

二
気
自
然
。
能
如
此
。
問
、
伸
是
神
、
屈
是
鬼
否
。
曰
、
気
之

方
来
皆
属
陽
、
是
神
気
之
反
、
皆
属
隂
是
鬼
。

（
84
）　
『
朱
子
語
類
』
巻
三

說
鬼
神
、
挙
明
道
有
無
之
說
、
因
断
之
曰
、
有
。
若
是
無
時
、

古
人
不
如
是
求
。
七
日
戒
、
三
日
齋
、
或
求
諸
陽
、
或
求
諸
陰
、



史
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五
二

須
是
見
得
有
。
如
天
子
祭
天
地
、
定
是
有
箇
天
、
有
箇
地
。
諸

侯
祭
境
內
名
山
・
大
川
、
定
是
有
箇
名
山
・
大
川
。
大
夫
祭
五

祀
、
定
是
有
箇
門
・
行
・
戶
・
竈
・
中
霤
。
今
廟
宇
有
霊
底
、

亦
是
山
川
之
気
会
聚
處
。
久
之
、
被
人
掘
鑿
損
壊
、
於
是
不
復

有
霊
。
亦
是
這
些
気
過
了
。」
賀
孫
。
問
、
鬼
者
陰
之
霊
、
神
者

陽
之
霊
。
司
命
・
中
霤
・
竈
与
門
・
行
、
人
之
所
用
者
。
有
動

有
靜
、
有
作
有
止
、
故
亦
有
陰
陽
鬼
神
之
理
、
古
人
所
以
祀
之
。

然
否
。
曰
、
有
此
物
便
有
此
鬼
神
。
蓋
莫
非
陰
陽
之
所
為
也
。

五
祀
之
神
、
若
細
分
之
、
則
戶
・
竈
属
陽
、
門
・
行
属
陰
、
中

霤
兼
統
陰
陽
。
就
一
事
之
中
、
又
自
有
陰
陽
也
。
壮
祖
。

（
85
）　

明
朝
の
国
家
祭
祀
に
つ
い
て
は
前
掲
註（
１
）拙
稿
参
照
。

（
86
）　
『
新
唐
書
』
卷
十
一
、
志
第
一
、
礼
楽
一

由
三
代
而
上
、
治
出
於
一
、
而
礼
楽
逹
於
天
下
。
由
三
代
而
下
、

治
出
於
二
、
而
礼
楽
為
虚
名
。
古
者
、
宮
室
・
車
輿
以
為
居
、

衣
裳
・
冕
弁
以
為
服
、
尊
爵
・
爼
豆
以
為
器
、
金
石
・
絲
竹
以

為
楽
。
以
適
郊
廟
、
以
臨
朝
廷
、
以
事
神
、
而
治
民
。
其
嵗
時

聚
会
以
為
朝
覲
・
聘
問
、
懽
欣
・
交
接
以
為
射
鄉
・
食
饗
。
合

衆
興
事
以
為
師
田
・
学
校
、
下
至
里
閭
・
田
畝
、
吉
凶
哀
楽
、

凡
民
之
事
、
莫
不
一
出
於
礼
。
由
之
以
教
其
民
。
為
孝
慈
・
友

悌
・
忠
信
・
仁
義
者
、
常
不
出
於
居
処
・
動
作
・
衣
服
・
飲
食

之
間
。
蓋
其
朝
夕
従
事
者
、
無
非
乎
此
也
。
此
所
謂
治
出
於
一

而
礼
楽
達
天
下
、
使
天
下
安
習
而
行
之
、
不
知
所
以
、
遷
善
遠

罪
而
成
俗
也
。
及
三
代
已
亡
、
遭
秦
変
古
、
後
之
有
天
下
者
、

自
天
子
・
百
官
名
号
位
序
、
国
家
制
度
、
宫
車
服
器
一
切
用
秦
。

其
間
雖
有
欲
治
之
主
、
思
所
改
作
、
不
能
超
然
、
遠
復
三
代
之

上
、
而
牽
其
時
俗
、
稍
即
以
損
益
。
大
抵
安
於
茍
簡
而
已
。
其

朝
夕
従
事
、
則
以
簿
書
・
獄
訟
・
兵
食
為
急
、
曰
此
為
政
也
、

所
以
治
民
。
至
於
三
代
礼
楽
、
具
其
名
物
、
而
蔵
於
有
司
、
時

出
而
用
之
郊
廟
・
朝
廷
、
曰
此
為
礼
也
、
所
以
教
民
。
此
所
謂

治
出
於
二
、
而
礼
楽
為
虚
名
。

（
87
）　

関
口
順
氏
は
、
前
漢
末
以
降
、
唐
虞
三
代
を
聖
人
の
道
の
お
こ

な
わ
れ
た
理
想
的
な
時
代
と
考
え
る
こ
と
が
中
国
知
識
人
の
信
仰

に
近
い
共
同
観
念
と
な
っ
た
と
す
る
。
同
氏
『
儒
教
の
か
た
ち
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
）
一
九
頁
～
二
一
頁
、

一
一
九
頁
～
一
五
五
頁
参
照
。

（
88
）　
『
孝
宗
実
録
』
成
化
二
十
三
年
十
一
月
丙
辰
の
条

（
89
）　

丘
濬
『
大
学
衍
義
補
』
卷
三
十
七　

総
論
礼
楽
之
道　

下

欧
陽
修
曰
、
三
代
而
上
、
治
出
於
一
、
而
礼
楽
達
于
天
下
。
三

代
而
下
、
治
出
於
二
、
而
礼
楽
為
虚
名
。
朱
熹
曰
、
此
古
今
不

易
之
至
論
也
。

な
お
、
朱
熹
の
こ
の
論
は
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
卷
七
十

「
読
唐
志
」
に
見
ら
れ
る
。

（
90
）　

丘
濬
『
大
学
衍
義
補
』
卷
四
十
、
治
国
平
天
下
之
要
、
明
礼
楽
、

礼
儀
之
節

以
上
論
礼
儀
之
節
。
臣
按
、
成
周
盛
時
、
以
礼
持
世
。
凡
其
所

以
建
国
、
而
辨
方
正
位
、
体
国
経
野
、
設
官
分
職
、
以
為
民
極

者
、
皆
謂
之
礼
焉
。
不
徒
以
祭
祀
・
燕
享
・
冠
・
昏
・
賓
・
射

以
為
礼
也
。
太
宰
掌
建
邦
之
六
典
、
以
治
典
為
先
、
而
礼
典
僅

居
其
一
。
然
其
書
不
謂
之
治
、
而
謂
之
礼
、
其
意
可
見
矣
。
秦

漢
以
来
、
則
不
然
。
凡
其
所
以
治
者
、
皆
謂
之
政
。
特
以
其
所

以
施
于
郊
廟
・
朝
廷
・
学
校
而
有
節
文
・
儀
則
者
、
則
謂
之
礼

焉
。
蓋
三
代
以
前
、
以
礼
為
治
天
下
之
大
綱
、
三
代
以
後
以
礼
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為
治
天
下
之
一
事
。
古
今
治
效
、
所
以
有
隆
汙
之
異
者
以
此
。

我
太
祖
皇
帝
初
得
天
下
、
于
洪
武
元
年
、
即
命
中
書
省
暨
翰
林

院
・
太
常
寺
、
定
擬
三
礼
。
明
年
再
命
集
議
。
又
明
年
徧
徵
草

沢
道
徳
文
章
之
士
、
相
与
考
訂
之
、
以
為
一
代
之
制
。
今
書
之

存
者
、
有
大
明
集
礼
・
洪
武
定
制
・
礼
儀
定
式
・
稽
古
定
制
及

諸
司
職
掌
。

（
91
）　
『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
六
年
三
月
庚
午
の
条

諸
司
職
掌
成
。
先
是
上
以
諸
司
職
有
崇
卑
、
政
有
大
小
、
無
方

冊
以
著
成
法
、
恐
後
之
蒞
官
者
罔
知
職
任
政
事
施
設
之
詳
。
廼

命
吏
部
、
同
翰
林
儒
臣
、
倣
唐
六
典
之
制
、
自
五
府
・
六
部
・

都
察
院
以
下
諸
司
、
凡
其
設
官
分
職
之
務
、
類
編
為
書
。
至
是

始
成
、
名
曰
諸
司
職
掌
。
詔
刊
行
頒
布
中
外
。

（
92
）　
『
正
徳
会
典
』
序
（
弘
治
十
五
年
十
二
月
十
一
日
）

唐
虞
之
時
、
堯
舜
至
聖
、
始
因
事
制
法
。
凡
儀
文
数
度
之
間
、

天
理
之
当
然
、
無
乎
不
在
。
故
積
之
而
博
厚
、
発
之
而
高
明
巍

然
、
煥
然
不
可
尚
已
。
三
王
之
聖
、
禹
・
湯
・
文
・
武
視
堯
・

舜
固
不
能
無
間
、
而
典
制
寖
備
、
純
乎
是
理
、
則
同
是
以
雍
熙

泰
和
之
盛
、
同
帰
於
治
。
非
後
世
之
所
能
及
也
。
自
秦
而
下
、

世
之
称
治
者
、
曰
漢
、
曰
唐
、
曰
宋
。
其
間
賢
君
屢
作
、
亦
号

小
康
。
但
典
制
之
行
、
因
陋
就
簡
、
雑
以
人
為
、
而
未
盡
天
理
。

故
宋
儒
欧
陽
氏
謂
、
其
治
出
於
二
、
其
不
能
古
若
也
。
夫
豈
無

所
自
哉
。
洪
惟
我
太
祖
髙
皇
帝
以
至
聖
之
徳
、
駆
胡
元
而
有
天

下
。
凡
一
政
之
挙
、
一
令
之
行
、
必
集
羣
儒
而
議
之
、
遵
古
法
、

酌
時
宜
、
或
損
或
益
。
燦
然
天
理
之
敷
布
。
…
…
朕
祗
承
天
序
、

即
位
以
来
、
…
…
乃
勅
儒
臣
発
中
秘
所
蔵
諸
司
職
掌
等
諸
書
、

参
以
有
司
之
籍
冊
、
凡
事
関
礼
度
者
、
悉
分
館
編
輯
之
、
百
司

庶
府
以
序
而
列
、
官
各
領
其
属
、
而
事
皆
帰
於
職
。
名
曰
大
明

会
典
、
輯
成
来
進
、
総
一
百
八
十
卷
。

（
93
）　
『
孝
宗
実
録
』
弘
治
四
年
十
月
甲
子
の
条

（
94
）　
『
孝
宗
実
録
』
弘
治
十
二
年
三
月
甲
戌
の
条

（
95
）　
『
正
徳
会
典
』「
御
製
大
明
会
典
序
」

朕
惟
古
之
君
天
下
者
、
或
創
業
立
法
。
或
因
時
制
宜
。
皆
有
冊

籍
、
以
垂
久
遠
。
其
見
于
書
、
若
唐
虞
之
世
、
則
有
典
謨
。
夏

有
典
則
。
商
有
謨
言
。
周
之
礼
制
、
号
称
大
備
。
下
及
漢
唐
宋
、

皆
有
会
要
。
而
唐
之
六
典
、
尤
詳
且
悉
。
我
太
祖
高
皇
帝
、
稽

古
創
制
、
分
任
六
卿
。
著
為
諸
司
職
掌
。
提
挈
綱
領
、
布
列
条

貫
、
誠
可
為
億
万
年
之
大
法
也
。
顧
其
為
書
、
作
于
洪
武
之
中

歲
。
晚
年
続
定
者
、
雖
官
署
名
職
、
間
有
更
易
、
列
聖
相
承
、

隨
時
与
事
、
因
革
損
益
、
代
各
不
同
、
而
皆
不
失
乎
皇
祖
之
意
。

是
以
政
化
旁
行
、
重
熙
累
洽
、
有
前
代
所
不
及
。
…
…
正
徳
四

年
十
二
月
十
九
日
。

（
96
）　
『
万
暦
会
典
』
卷
首

吏
部
尚
書
中
極
殿
大
学
士
臣
張
居
正
等
謹
題
。
為
重
修
大
明
会

典
事
。
准
礼
部
手
本
、
該
礼
科
給
事
中
林
景
暘
等
題
、
為
泰
道

方
亨
、
国
家
閒
暇
、
懇
乞
聖
明
及
時
修
輯
成
憲
、
以
垂
永
図
、

以
光
継
述
大
孝
事
。
要
将
弘
治
十
五
年
以
後
事
例
、
命
官
編
輯
、

贈
入
会
典
等
因
。
該
本
部
覆
称
大
明
会
典
一
書
、
即
唐
宋
六

典
・
会
要
之
遺
意
。
以
昭
一
代
之
章
程
、
垂
万
年
之
成
憲
。

…
…
臣
等
恭
照
会
典
一
書
、
於
昭
代
之
典
章
法
度
、
綱
目
畢
挙
。

経
列
聖
之
因
革
損
益
、
美
善
兼
該
。
比
之
周
官
・
唐
典
、
信
為

超
軼
矣
。
顧
其
書
創
修
於
弘
治
之
壬
戌
、
後
乃
闕
如
。
続
編
於

嘉
靖
之
己
酉
、
未
経
頒
布
。
…
…
万
暦
四
年
六
月
十
六
日
、
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五
四　
（
五
四

…
…
中
極
殿
大
学
士
臣
張
居
正
…
…
。

（
97
）　
『
万
暦
会
典
』「
進
重
修
大
明
会
典
表
」

吏
部
尚
書
中
極
殿
大
学
士
臣
申
時
行
…
…
会
典
之
一
編
、
遠
倣

虞
書
、
列
九
官
而
亮
采
。
近
参
周
礼
、
標
六
職
以
提
衡
。
政
刑

明
張
弛
之
宜
。
文
武
揭
修
攘
之
要
。
図
籍
蔵
諸
天
府
。
章
程
播

在
人
寰
。
顧
脫
稿
于
弘
治
壬
戌
之
冬
、
嗣
後
科
条
未
備
。
迨
続

編
于
嘉
靖
已
酉
之
夏
、
于
時
刊
布
未
遑
。
…
…
万
暦
十
五
年
二

月
十
六
日
…
…
中
極
殿
大
学
士
臣
申
時
行
等
謹
上
表
。

（
98
）　
『
前
漢
紀
』
孝
成
帝
、
卷
第
二
十
五

歆
以
周
官
十
六
篇
為
周
礼
。
王
莽
時
、
歆
奏
、
以
為
礼
経
。
置

博
士
。
楽
、
自
漢
興
、
制
氏
以
知
雅
楽
声
律
、
世
在
楽
官
、
但

紀
鏗
鏘
鼓
舞
而
已
、
不
能
言
其
義
。
河
間
献
王
与
毛
公
等
共
采

周
官
与
諸
子
楽
事
者
、
乃
為
楽
記
。
及
劉
向
校
祕
書
、
得
古
楽

記
二
十
三
篇
、
与
献
王
記
不
同
。
春
秋
、
魯
人
穀
梁
赤
齊
人
公

羊
高
、
各
為
春
秋
作
伝
。
景
帝
時
、
胡
母
子
都
与
董
仲
舒
治
春

秋
公
羊
、
皆
為
博
士
。
瑕
丘
人
江
公
治
穀
梁
、
与
仲
舒
議
春
秋
、

不
及
仲
舒
。
武
帝
時
、
遂
崇
立
公
羊
、
而
東
平
嬴
公
受
其
業
。

（
99
）　

朱
熹
は
陳
亮
と
の
論
争
に
お
い
て
、
唐
虞
三
代
を
道
が
完
全
に

行
わ
れ
た
時
代
と
し
て
い
た
。『
朱
子
文
集
』
巻
三
十
六
「
答
陳
同

甫
八
」「
答
陳
同
甫
九
」
参
照
。

（
100
）　

滋
賀
秀
三
『
中
国
法
制
史
論
集
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）

三
〇
三
頁
～
三
〇
四
頁
。

（
101
）　

小
島
祐
馬
『
古
代
中
国
研
究
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八

八
年
）
三
六
頁
～
三
九
頁
。

（
102
）　

丘
濬
『
大
学
衍
義
補
』
巻
三
十
六

臣
按
、
聖
人
本
天
地
之
陰
陽
以
作
礼
楽
。
故
楽
由
陽
而
来
、
礼

由
陰
而
作
。
及
其
制
作
成
、
而
用
之
也
。
又
以
之
而
発
舒
天
道

之
陽
、
斂
肅
地
道
之
陰
。
然
独
陽
不
生
、
独
陰
不
成
。
故
必
礼

備
楽
和
、
兼
施
並
行
。
然
後
天
之
陽
・
地
之
陰
、
気
交
而
形
和
、

而
絪
緼
之
気
通
、
生
成
之
道
備
、
而
万
物
無
有
不
得
其
所
者
矣
。

（
103
）　
『
礼
記
』「
楽
記
第
十
九
」

是
故
大
人
挙
礼
楽
、
則
天
地
将
為
昭
焉
。
天
地
訢
合
、
陰
陽
相

得
。
煦
嫗
覆
育
万
物
。
然
後
莫
木
茂
。
區
萌
達
。
羽
翼
奮
。
角

觡
生
。
蟄
蟲
昭
蘇
。
羽
者
嫗
伏
。
毛
者
孕
鬻
。
胎
生
者
不
殰
。

而
卵
生
者
不
殈
。
則
楽
之
道
帰
焉
耳
。

（
104
）　

陳
澔
『
礼
記
集
説
』
卷
七

大
人
挙
礼
楽
言
、
聖
人
在
天
子
之
位
、
而
制
礼
作
楽
也
。
天
地

将
為
昭
焉
。
言
将
以
礼
楽
而
昭
宣
天
地
化
育
之
道
也
。
訢
与
欣

同
、
訢
合
和
気
之
交
感
、
即
隂
陽
相
得
之
妙
也
。
天
以
気
煦
之
、

地
以
形
嫗
之
、
天
煦
覆
、
而
地
嫗
育
。
是
煦
嫗
覆
育
万
物
也
。

屈
生
曰
勾
、
謂
勾
曲
而
生
者
也
。
角
之
無
䚡
者
曰
觡
。
䚡
謂
角

外
皮
之
滑
沢
者
。
蟄
蔵
之
蟲
初
出
、
如
暗
而
得
明
、
如
死
而
更

生
。
故
曰
昭
蘇
也
。
嫗
伏
體
伏
而
生
子
也
。
孕
鬻
妊
孕
而
育
子

也
。
殰
未
及
生
、
而
胎
敗
也
、
殈
裂
也
。
凡
物
皆
得
自
生
自
育
、

而
無
所
害
者
。
是
皆
帰
於
聖
人
礼
楽
參
贊
之
道
耳
。

（
105
）　
『
明
史
』
巻
七
十
、
選
挙
二

（
106
）　

丘
濬
『
大
学
衍
義
補
』
巻
三
十
六　

治
国
平
天
下
之
要　

明
礼

楽　

総
論
礼
楽
之
道
上

〔『
礼
記
』「
楽
記
第
十
九
」〕
大
人
挙
礼
楽
、
則
天
地
将
為
昭
焉
。

陳
澔
曰
、
大
人
挙
礼
楽
、
言
聖
人
在
天
子
之
位
、
而
制
礼
作
楽

也
。
天
地
将
為
昭
焉
。
言
将
以
礼
楽
而
昭
宣
天
地
化
育
之
道
也
。

臣
按
、
此
章
下
文
所
謂
天
地
訢
合
、
陰
陽
相
得
、
以
至
於
胎
生



明
朝
の
礼
楽
と
統
治

）

五
五　
（
五
五

者
不
殰
、
而
卵
生
者
不
殈
。
皆
天
地
将
為
昭
焉
之
事
也
。
嗟
夫

大
人
興
挙
礼
楽
、
則
效
至
於
天
地
陰
陽
之
化
。
気
化
形
生
之
物

無
一
而
不
得
其
所
者
如
此
。
夫
豈
無
故
而
然
哉
。
蓋
礼
得
其
序
、

而
楽
得
其
和
。
序
則
物
各
得
其
理
、
而
不
雑
。
和
則
物
各
順
其

性
、
而
不
乖
。
既
序
且
和
、
則
建
極
于
上
者
有
其
徳
。
燮
理
于

下
者
盡
其
職
。
山
川
鬼
神
亦
莫
不
寧
。
暨
鳥
獣
魚
鼈
咸
若
矣
。

天
地
之
間
何
者
而
非
礼
楽
昭
宣
之
功
哉
。

（
107
）　
『
尚
書
注
疏
』
巻
八
、
伊
訓
第
四

曰
嗚
呼
古
有
夏
先
后
、
方
懋
厥
徳
、
罔
有
天
災
。
山
川
鬼
神
亦

莫
不
寧
。
暨
鳥
獸
魚
鼈
咸
若
。〔
疏
〕
山
川
至
咸
若
○
正
義
曰
、

山
川
鬼
神
謂
山
川
之
鬼
神
也
。
亦
莫
不
寧
者
、
謂
鬼
神
安
人
君

之
政
、
政
善
則
神
安
之
。
神
安
之
則
降
福
人
君
、
無
妖
孽
也
。

鳥
獣
魚
鼈
咸
若
者
、
謂
人
君
順
禽
魚
。
君
政
善
而
順
彼
性
、
取

之
。
有
時
不
夭
殺
也
。
鳥
獣
在
陸
、
魚
鼈
在
水
。
水
陸
所
生
微

細
之
物
、
人
君
為
政
、
皆
順
之
。
明
其
餘
無
不
順
也
。

（
108
）　

同
右
。

（
109
）　
『
太
祖
実
録
』「
進
実
録
表
」

欽
惟
太
祖
聖
神
文
武
欽
明
啟
運
俊
徳
成
功
統
天
大
孝
高
皇
帝

…
…
不
十
年
而
成
帝
業
、
混
一
統
而
主
天
民
、
人
紀
肇
修
、
叙

彝
倫
於
旣
斁
、
華
風
復
正
。
挙
礼
楽
於
重
興
。
山
川
鬼
神
莫
不

攸
寧
、
華
夏
蛮
貊
罔
不
率
。
俾
有
過
化
存
神
之
妙
、
盡
彌
綸
参

賛
之
功
。
身
致
太
平
、
卓
冠
百
王
之
盛
徳
。

（
110
）　
『
宣
宗
実
録
』
宣
徳
三
年
二
月

是
月
御
製
帝
訓
成
。
序
曰
…
…
人
文
以
維
持
天
下
、
曲
成
万
類

者
文
治
也
。
文
治
礼
楽
之
謂
。
聖
人
以
身
之
所
履
正
天
下
、
以

心
之
所
楽
和
天
下
。
綱
常
倫
理
極
其
和
順
。
典
章
文
物
換（
煥
）

乎
大
同
、
而
天
下
父
父
、
子
子
、
君
君
、
臣
臣
、
夫
夫
、
婦
婦
、

長
長
、
幼
幼
。
生
有
養
、
死
有
葬
、
強
有
制
、
弱
有
立
、
鰥
寡

孤
独
咸
得
其
所
。
極
其
至
、
天
地
定
位
、
鬼
神
奠
安
、
草
木
鳥

獣
皆
適
其
性
、
而
家
国
天
下
無
異
政
、
無
殊
俗
、
此
礼
楽
之
化

也
。

（
111
）　
『
宣
宗
実
録
』「
進
実
録
表
」

欽
惟
宣
宗
憲
天
崇
道
英
明
神
聖
欽
文
昭
武
寬
仁
純
孝
章
皇
帝

…
…
有
戡
暴
除
乱
之
武
、
有
経
天
緯
地
之
文
。
声
教
宣
昭
、
礼

楽
明
備
、
華
夏
蛮
貊
罔
不
率
、
俾
山
川
鬼
神
莫
不
底
寧
。

（
112
）『
明
太
祖
文
集
』
卷
十
六

方
今
宰
天
下
而
為
人
主
者
人
君
也
。
夫
君
不
独
宰
民
而
又
專
典

百
神
之
祀
、
致
隂
陽
自
然
而
然
。
斯
君
天
子
也
。
其
嶽
鎮
海
瀆

百
川
皆
在
域
中
者
。
故
君
勤
典
祀
而
奉
天
命
以
安
生
民
者
也
。

其
嶽
鎮
海
瀆
亦
奉
天
地
之
命
、
統
諸
山
川
率
百
神
、
効
霊
於
人

君
、
務
在
禦
災
捍
患
。
今
龍
隸
東
海
居
守
是
江
、
当
細
察
渕
泉
、

勿
蔵
邪
精
、
勿
湧
波
濤
、
奉
上
安
生
是
其
職
也
。
如
或
否
此
、

則
東
海
神
必
執
天
憲
而
有
責
焉
。
龍
其
知
乎
。

（
113
）　

丘
濬
『
大
学
衍
義
補
』
巻
三
十
六
、
参
照
。

臣
按
、
聖
人
之
礼
楽
与
天
地
之
陰
陽
相
為
流
通
。
故
始
也
、
法

陰
陽
而
為
礼
楽
。
終
也
、
以
礼
楽
而
賛
陰
陽
。


